
宋

代

の

村

枇

と

世

紳

金

井

徳

幸

結 四三二一序

村
社
と
村
民

村
社
と
田
紳
・
社
樹

村
社
と
寺
廟
信
仰

村
祉
と
祉
稜

話
回
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序

宋
代
の
郷
村
に
お
い
て
、
春
秋
二
位
の
祭
紀
を
行
う
村
祉
の
賓
態
は
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
園
家
の
祭
杷
で
あ
る
祉
稜
の
祭
杷

は
、
大
記
・
中
肥
・
小
組
と
し
て
鯨
の
段
階
ま
で
で
あ
る
。
果
し
て
村
社
は
こ
の
系
列
下
に
あ
る
の
か
、
全
く
別
な
も
の
か
、
微
妙
な
も
の
を

含
ん
で
い
る
。
既
成
の
宗
数
ま
た
は
、
意
欲
的
に
増
置
さ
れ
て
い
く
諸
廟
と
い
っ
た
宗
教
的
環
境
や
推
移
の
中
で
、
村
社
は
如
何
な
る
在
り
方

を
し
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
封
象
紳
は
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
俵
像
を
立
て
、
大
方
の
御
叱
正
を
乞
い
た
い
と
思
う
。

村

社

と

村

民

219 

②
 

佐
竹
靖
彦
氏
は
、
那
波
利
貞
・
佐
一
沙
雅
章
南
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
祉
」
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
「
村
社
」
の
内
容
と
し
て
考
え
る
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①
 

に
は
、
疑
問
が
あ
る
と
し
て
、
村
社
は
サ
ー
ク
ル
的
な
も
の
で
な
く
、
村
落
成
員
全
睦
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
祭
ま
れ
た
、
と
さ
れ
た
。
筆
者
も

村
社
に
つ
い
て
、

基
本
的
に
は
、
佐
竹
氏
の
設
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
雨
者
の
錯
雑
し
た
相
が
、
む
し
ろ
宋
代
村
祉
の
祭
把
活
動
の
寅
態
を
示

す
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
先
ず
村
祉
の
祭
杷
が
、
村
民
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
村
里
そ
の
も
の
と
ど
の
よ
う
な
か

か
わ
り
で
存
在
し
た
の
か
を
、
検
討
し
て
み
た
い
。

『
荘
簡
集
』
巻
七
、
「
行
潜
咽
諸
村
愛
其
巌
墾
之
勝
目
時
之
美
、
因
成
小
詩
」
は
、
村
落
の
家
々
に
祉
酒
は
香
り
、
種
々
の
花
は
咲
き
量
し

て、

緑
陰
涼
し
く
、
山
畦
・
田
鴎
は
美
わ
し
く
、

農
作
業
蹄
り
の
牛
の
背
に
夕
陽
が
映
え
る
、
と
詠
う
。
ま
た

『
朱
文
公
文
集
』
巻
二
、

ー寸

祉

後

一
日
作
」
に
、
情
情
た
る
寓
春
の
郷
、
敬
恭
と
し
て
誉
老
に
事
え
、

篇
察
し
て
回
桑
を
謹
む
、

と
あ
り
、
農
民
が
番
老
に
つ
か
え
、
祉
の
稿

寮
を
中
心
に
仕
事
に
勘
む
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『街
松
老
人
詩
集
』
巻
一
、

「
秋
蚊
行
」
に
は
、
老
人
は
祉
に
坐
し
て
酒
を
飲
み
、
子

供
は
鼓
を
う
ち
、

多
く
の
翁
は
舞
を
ま
っ
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
石
扉
詩
集
』
巻
一
、
「
題
申
季
山
所
蔵
李
伯
時
董
村
田
楽
園
」

③
 

春
秩
夏
苗
秋
途
穫
、
宮
賦
私
遁
都
了
却
、
鶏
豚
祉
酒
饗
豊
年
、
酔
唱
村
歌
舞
村
紫
、
鼓
笛
有
撃
無
曲
譜
、
布
杉
顛
倒
佐
佐
舞、
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Vこと
あ
り
、
秋
の
牧
穫
も
お
わ
り
、
秋
租
も
完
済
し
、
村
に
は
枇
酒
が
満
ち
、
盟
年
を
ま
つ
り
、
酔
っ
て
村
歌
を
唱
い
、
村
楽
に
合
わ
せ
て
舞

っ

た
、
と
あ
る
。
『
雲
海
集
』
巻
十
二
、

製
州
元
宥
和
曾
端
伯
韻
四
首
の
一
つ
に
も
「
村
歌
杜
舞
歓
呼
慮
、
都
道
今
年
勝
去
年
」
と
あ
り
、

今
年

の
豊
作
を
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
庭
は
ど
こ
で
も
村
祉
の
歌
舞
が
行
わ
れ
祭
杷
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
白
玉
柏
崎
海
遊
藁
』
巻
七
、
「
農

歌
」
に
も
、

上
回
稲
似
下
回
育
、
乳
鴨
見
鰐
陣
陣
行
、
稲
熟
酒
新
鶴
鴨
大
、
村
歌
社
舞
賀
秋
成
、

と
あ
っ
て
、
同
様
に
村
祉
の
歌
舞
に
つ
い
て
記
載
が
み
ら
れ
る
。
ま
た

『
石
扉
詩
集
』
巻
二
、

「
中
山
即
日
二
首
」
に
、

「
父
老
鶏
豚
社
、
見

童
梨
粟
盤
」
と
あ
り
、
老
若
そ
れ
ぞ
れ
吐
祭
で
馳
走
に
あ
り
つ
い
た
。
こ
れ
ら
祉
飲
の
風
習
は
、
勿
論
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

援
集
』
巻
六
、
「
次
韻
江
子
我
郎
中
位
飲
一
首
」
に
、
「
社
醸
遺
風
在
国
家
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
の
遺
制
が
農
人
の
聞
に
残
さ
れ
て
い
る 『

苦



も
の
で
あ
っ
た
。
上
速
の
村
歌
・
村
祭
に
つ
い
て
は
、

@
 

郷
民
歳
秋
修
把
、
以
報
紳
恵
、
楽
五
奏
皆
有
歌
、
其
僻
都
随
、
不
可
以
格
神
、
予
因
其
迎
紳
迭
神
輿
夫
三
集
、
震
作
曲
云
、

⑤
 

と
い
う
よ
う
に
、
郷
村
で
神
を
迭
迎
す
る
神
楽
で
あ
り
、
単
な
る
娯
楽
の
歌
舞
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
『
卒
粛
文
集
』
巻
十
一
、

文
」
に
、
「
百
穀
穣
穣
と
し
て
秋
り
有
り
、
鶏
豚
燕
社
、
歌
び
決
し
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
全
村
の
範
圏
で
共
に
楽
し
ん
だ

こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
貧
し
い
祭
記
の
例
で
は
、
『
丹
淵
集
』
巻
四
、
鳳
山
古
洞
に
、

「動
農

林
木
擢
折
堂
盛
山
傾
、
其
中
塚
像
猶
縦
横
、
狂
亙
騰
踏
野
老
昇
、
痩
鶏
薄
酒
選
神
明
、

と
あ
っ
て
、
廟
堂
は
朽
ち
傾
き
、
周
圏
の
林
木
は
折
ら
れ
た
り
伐
ら
れ
た
り
し
て
、
神
像
は
こ
ろ
が
っ
て
、
そ
こ
に
亙
の
凱
舞
が
行
わ
れ
、
農

民
の
番
重
が
集
い
、
痩
鶏
と
薄
き
酒
を
奉
供
し
て
祭
を
行
っ
て
い
る
。
南
宋
の
豊
か
な
農
村
で
は
な
い
村
祉
の
祭
事
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
村
民
は
、
如
上
の
社
祭
に
具
陸
的
に
ど
の
よ
う
に
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
江
湖
集
』
、
「
露
香
拾
藁
」
、

春
日
田
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家
三
首
に
、

二
月
祭
社
時
、
相
呼
過
前
林
、
磨
万
向
猪
羊
、
穴
地
安
釜
営
、
老
幼
相
後
先
、
再
奔
整
衣
襟
、
醒
酒
卜
斐
耳
、
庶
知
神
霊
散
、
得
士
口
共
稿

好
、
是
尉
今
年
心
、
祭
儀
就
贋
坐
、
不
問
富
興
貧
、
所
曾
雄
里
問
、
亦
有
連
親
姻
、
持
叡
相
遺
献
、
柳
以
逼
患
敷
、
共
読
天
気
佳
、
時
暖

宜
輩
春
、
且
願
雨
水
勾
、
秋
熟
還
相
親
、
酒
酎
野
路
喧
、
桑
柘
影
在
身
、
傾
敬
牢
人
扶
、
大
映
亦
大
唄
、
勿
謂
濁
世
中
、
市
無
義
皇
民
、

と
あ
っ
て
、
貧
富
に
か
か
わ
り
な
く
互
に
さ
そ
い
合
っ
て
身
内
の
者
な
ど
と
連
れ
立
っ
て
、
祭
り
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
祭
の
費
用
で

あ
る
祉
銭
の
徴
牧
は
、

⑤
 

今
年
掛
酌
是
豊
年
、
社
近
見
童
喜
欲
顛
、
牟
酔
牢
醒
村
老
子
、
家
家
門
口
掠
紳
銭
、

⑦

⑥
 

と
あ
る
よ
う
に
村
老
の
役
割
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
白
髪
の
廟
亙
が
祉
銭
を
催
す
」
と
あ
り
、
そ
の
上
「
祉
亙
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と

⑨
 

か
ら
、
社
専
属
の
亙
も
居
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
「
祭
多
亙
得
職
」
と
い
う
よ
う
に
、
祭
杷
時
に
は
多
く
の
亙
が
雇
わ
れ
た
か
ら
、
社
銭
が
こ

れ
ら
の
亙
に
よ
っ
て
徴
牧
さ
れ
、
祉
の
祭
り
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
基
本
的
な
運
営
は
、
勿
論
村
の
番
老
と
い
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わ
れ
る
者
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑪
 

か
れ
ら
は
亙
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
紳
事
を
自
ら
行
っ
た
。

⑪
 

豊
作
時
に
は
、
恐
ら
く
殆
ど
全
村
拳
げ
て
参
加
出
来
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

『
石
湖
集
』
巻
三
、

「祭
神
曲
」
に
、

豚
蹄
満
盤
酒
満
盃
、
清
風
粛
粛
神
欲
来
、
願
紳
好
来
復
好
去
、
見
見
奔
遡
女
児
無
、
老
翁
翻
香
笑
且
吾
一
円
今
年
田
家
勝
去
年
、
去
年
解
衣

折
租
債
、
今
年
有
衣
著
祭
社
、

と
あ
る
こ
と
に
よ
4

て
素
朴
な
村
の
祭
り
が
幼
仰
と
す
る
が
、
凶
作
事
に
は
着
衣
ま
で
買
っ

て
租
を
納
め
、
祉
を
祭
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
祭
り
は
、

そ
う
安
定
性
を
も
っ
た
気
楽
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
米
債
の
高
い
時

に
、
陸
瀞
は
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
食
は
天
で
あ
る
。
迎
紳
の
祉
を
結
ん
で
は
な
ら
ぬ
。

家
は
堅
固
に
、
婦
人
よ
化
粧
な
ど
し
て
何

⑫
 

の
得
が
あ
ろ
う
。
卒
時
に
祭
事
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
て
い
る
と
離
郷
し
て
た
ち
ま
ち
寓
民
の
編
と
な
ろ
う
、
と
。
一
度
他
所
へ
流
移
す
れ
ば
、

嘗
然
な
が
ら
村
民
の
擦
り
所
で
あ
る
廟
祉
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
。

祉
」
と
あ
る
の
は
、

『
梁
絡
先
生
全
集
』
巻
二
十
六
に
、

「
吾
郷
携
幼
扶
衰
叉
賂
従
、
安
得
廟
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そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

近
代
の
村
廟
の
祭
雄
へ
の
参
加
に
つ
い
て
、
旗
田
鋭
氏
は
、
沙
井
村
に
観
音
寺
と
い
う
廟
が
あ
っ
て
、
毎
年
五
回
祭
躍
が
行
わ
れ
る
が
、
こ

⑬
 

の
祭
曜
に
参
加
出
来
る
の
は
、
本
村
人
に
限
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
時
代
が
隔
絶
し
て
い
る
か
ら
、
宋
代
の
事
情
に
つ
い
て
ど
の
程
度

の
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
は
か
り
か
ね
る
が
、
村
祉
の
祭
犯
は
村
単
位
で
、
該
村
在
住
者
が
主
盤
的
に
と
り
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
長
安
志
』
巻
十
八
、
整
屋
鯨
の
項
に
、

董
龍
祉
樹
、
在
豚
西
南
三
十
里
、
奮
園
経
日
、
董
龍
整
屋
人
家
貧
、
村
社
衆
人
祭
柱
、
途
出
之
、
龍
塗
以
泥
造
飯
祭
之
、
後
穿
地
、
得
黄

金
、
因
大
富
、
途
名
董
龍
樹
、

事
す
る
一
般
村
民
の
舎
合
す
る
唯
一
の
集
曾
1

排
五
舎
の
依
席
者
は
一
定
し
て
い
て
、

い
わ
ゆ
る
賞
者
の
一
燈
に
類
す
る
話
し
で
は
あ
る
が
、
貧
し
さ
の
故
に
村
祉
の
祭
吐
か
ら
は
ず
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
廟
に
舎
集
し
て
焼
香
・
食

⑬
 

そ
れ
は
貧
窮
者
で
あ
る
、
と
い
う
例
に
類
似
し
て
い

る



以
上
の
よ
う
に
時
に
よ
っ
て
は
、
不
安
定
な
側
面
を
も
ち
、
ま
た
極
貧
者
が
、
参
加
出
来
な
く
な
る
例
も
あ
る
が
、
大
陸
村
祉
が
、
全
村
的

規
模
で
基
本
的
に
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

⑮
 

北
宋
中
期
に
、
郷
は
多
数
の
村
か
ら
成
り
、
祉
は
村
と
同
義
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
柳
田
節
子
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
『
琴
川
志
』
巻

三
、
南
沙
郷
l
第
五
都
|
郷
村
八
の
中
に
、
「
盆
社
」
な
る
村
名
が
み
え
、
同
じ
く
端
委
郷
管
六
1

第
二
十
二
都
|
郷
村
七
の
中
に
、
「
花
祉
」

と
い
う
村
名
が
み
え
る
が
、
こ
れ
も
村
・
祉
が
匡
別
さ
れ
ず
用
い
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
『
新
安
志
』
巻
三
、
教
鯨
に
、

郷
人
立
洞
(
中
略
)
今
人
即
霊
洗
墓
慮
震
壇
、
水
皐
薦
者
八
十
儀
社
、

と
あ
り
、
同
書
、
同
巻
、
郷
里
に
、
「
其
郷
十
六
、
其
里
八
十
」
と
あ
っ
て
、
里
と
祉
が
同
じ
用
い
方
を
さ
れ
て
い
る
。
祉
は
、
村
里
そ
の
も

⑮
 

の
が
水
皐
に
祈
躍
す
る
集
圏
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
、
区
別
し
て
表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
長
安
志
』
巻
十
八
、
整
屋

鯨
の
記
事
で
は
、

。
⑫

一
十
七
郷
管
三
百
二
十
五
村

墓
仙
郷
在
鯨
東
四
十
里
管
祉
一
十
四

書
葦
郷
在
幌
東
三
十
里
管
祉
一
十
七

仙
檀
郷
在
鯨
東
二
十
五
里
管
社
一
十
四
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(
下
略
〉

と
な
っ
て
三
百
二
十
五
村
の
内
誇
は
、
祉
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
例
で
は
、

『
夷
堅
甲
士
山
』
巻
八
、

「
閉
摺
震
死
」
に
、
紹
興
年
聞
の
記
事

で、

龍
州
儀
子
豚
相
口
社
民
段
二
十
八
、
:
・
同
村
港
西
亦
有
段
二
十
八
者
、

と
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
両
者
を
言
い
換
え
て
用
い
る
こ
と
は
、

少
し
も
不
自
然
で
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

コ
幅
州
乞
置
官
荘
購
養
生
子
之
家
訓
子
」
(
紹
照
五
年
〔
一
一
九
四
〕
)
に
よ
れ
ば
、
建
創
汀
部
四
州
諸
鯨
の
官
症
に
お
け
る
窮
民
下
戸
の
婦
で
、

『
鄭
峯
員
隠
漫
録
』
巻
八
、

223 
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苧
ん
で
七
月
に
及
ん
だ
者
を
番
老
に
告
げ
さ
せ
、
次
に
祉
が
賑
に
申
告
し
、
牒
が
注
籍
し
て
毎
月
米
若
干
を
支
給
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
番
老
の
主
宰
す
る
村
祉
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

村。之楽
亙、卒
社。蛇除
親躍六
亦下七
能径郎
去出者
之房安

門程
遠氏
不よど
見

才
一
年
嘗
自
重
欲
登
楊
、

見
一
蛇
腕
既
於
上
、

長
丈
除
而
腫
岡
三
寸
許
程
、

骸
怖
呼
家
人
共
取
杖
口
蓬

中
田告

書里
慶~~
手語
手中
三閉

さ E
35謂
ー旺

EE 
l宍⑮姐

類
也

頗
能
見
妖
怪
選
索
祭
享
、

然
其
威
霊
亦
殊
不
章
赫
、

自在

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
村
亙

・
祉
現
は
村
祉
の
亙
現
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
村
と
祉
の
同
義
性
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ

「
許
郡
牒
村
社
競
渡
」
と
い
う
の
も
同
じ
用
法
で
あ
る
。

ぅ
。
ま
た
陸
湯
『
南
唐
書
』
巻
三
、
「
後
主
本
紀
三
」
に
、

次
に
村
民
と
村
社
に
つ
い
て
、
陳
男
の
『
農
書
』
上
「
新
報
篇
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

記
日
(
中
略
〉
古
之
君
子
使
之
必
報
之
、
迎
猫
魚
其
食
回
鼠
也
、
週
虎
魚
其
食
其
田
家
也
、
迎
而
祭
之
也
、

雄
市
田
祭
(
中
略
)
春
秋
有

一

轟
獣
之
震
災
害
一
雨
暢
之
致
窓
志
、
則
必
零
祭
之
而
特
書
之
、
(
中
略
)
今
之
従
事
子
農
者
、
類
不
能
然
、
借
或
有
一
正
局
、
則
勉
強
有
且

市
己
、

烏
能
悉
循
用
先
王
之
典
故
哉
、
其
子
春
秋
二
時
之
社
記
僅
能
奉
之
、
至
於
祈
報
之
雄
、
蓋
蔑
如
也
、

右
に
つ
い
て
田
仲
一
成
氏
は
、
形
だ
け
反
復
さ
れ
る
杜
祭
や
祈
報
祭
事
は
、
宗
教
的
確
信
の
冷
却
し
た
大
部
分
の
農
民
に
と
っ
て
は
、
単
調

⑮
 

な
惰
性
的
な
見
せ
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
陳
男
の
論
ず
る
よ
う
に
、
先
王
の
典
故
を
循
用
す
る
の

は
、
素
朴
な
農
民
に
と
っ
て
は
無
理
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
部
を
用
い
、
そ
れ
も
ま
た
形
式
的
に
な
る
の
は
蓋
し
首
然
で
あ
る
。
春
秋
の
祉

杷
に
僅
か
に
能
く
之
を
禦
ぐ
と
い
う
の
も
、
古
代
の
遺
制
を
よ
く
残
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
村
祉
の
こ
の
面
の
意
義
を
む
し
ろ
積
極
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的
に
評
慣
し
た
い
。

『
創
南
詩
藁
』
巻
六
十
七
、

落
日
林
開
鱗
鼓
盤
、
村
村
倒
社
説
西
成
、
扶
翁
見
大
雨
整
握
、

蹄
王
化
、
要
使
新
民
識
太
卒
、 「

饗
紳
」
に
、

概
水
渠
成
千
璃
耕
、

家
受

一
一
趨
修
本
業
、

郷
推
三
老
主
購
門
盟
、

日
開
准
顕



と
あ
り
、
郷
は
三
老
主
を
推
し
て
斉
盟
す
と
い
う
の
は
村
祉
の
連
合
と
し
て
の
郷
の
ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
前
述
の
『
新
安

士
山
』
巻
三
に
示
さ
れ
る
郷
人
が
洞
を
立
て
、
そ
こ
に
八
十
徐
祉
の
結
集
が
み
ら
れ
た
の
は
同
様
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
同
『
剣
南
詩
藁
』
巻
三
十

三
、
「
社
日
連
村
屡
酒
肉
」
と
あ
る
の
も
村
祉
の
横
の
連
繋
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
雨
新
金
石
志
』
巻
九
、

(
隆
輿
元
年
〔
一
二
ハ
主
〕
十
二
月
)
に
、

「
閑
詠
」
に
、

「向

書
省
牒
湖
州
徳
清
鯨
学
恵
廟
」

「
郷
社
」
な
る
名
稽
が
み
ら
れ
、
土
地
神
で
あ
る
字
恵
廟
に
、
本
郷
の

香
保
及
び
所
属
の
弓
兵
が
懇
に
一
押
に
祈
っ
て
い
る
。
こ
の
社
紳
を
中
心
に
郷
の
土
豪
が
該
地
を
ま
と
め
て
い
る
。
配
下
に
村
社
が
あ
っ
た
こ
と

は
確
認
出
来
な
い
が
、
村
社
が
郷
の
範
圏
に
揖
大
し
た
現
象
は
、

地
域
に
よ
っ
て
は
か
な
り
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

し
か

し
、
都
市
の
坊
で
の
「
村
社
」
の
設
立
を
強
調
し
て
い
る
『
西
山
先
生
員
文
忠
公
文
集
』
各
四
十
の
記
載
文
は
保
甲
制
と
の
関
連
で
述
べ
た
も

@
 

の
で
あ
る
が
、

「
村
社
」
が
嘗
時
の
郷
村
に
確
か
な
核
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
都
城
に
も
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て

い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

村
社
と
田
紳
・
社
樹
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『
宋
黄
文
節
公
文
集
』
巻
八
、

七
三き
ロ
律

「
戯
一
詠
江
南
土
風
」
に
、

結。十
回。月
紳。江
社。南
、未

溝得
女霜
多
随高
陪林
上残
郎水
、下

寒
塘

飯
呑
猶
戸
分
熊
白
、

酒
熱
漁
家
壁
蟹
奏
、

橘
摘
金
萄
随
醇
使
、

禾
春
玉
粒
迭
官
倉
、
踏
歌
夜

と
あ
り
、
「
踏
歌
し
て
夜
田
紳
の
祉
を
結
ぶ
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

郷
村
の
村
祉
の
劉
象
紳
の
一
つ
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
同
文
集
、

巻
九
の
、
田
川
寧
十
年
(
一

O
七
七
〉
十
一
月
の
「
和
師
厚
秋
半
時
復
官
分
司
西
都
」
に
、

還
輿
老
農
争
坐
席
、
主
円
林
同
社
饗
回
一
脚
、
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と
あ
る
よ
う
に
、
郷
村
で
結
ぼ
れ
た
祉
の
最
も
重
要
な
封
象
紳
の
一
つ
は
、
田
紳
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
『
鎮
巷
方
公
集
』
巻
三
十
三
、
「
終

ロ
巴
丙
良
秋
動
種
変
」
に
、
鶏
豚
燕
祉
に
「
矯
鼓
し
て
田
紳
を
繁
る
」
と
あ
り
、
張
綱
撰
『
華
陽
集
』
巻
三
十
六
、

「
歳
暮
二
首
」
に
も
「
祉
に
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鼓
し
て
田
神
を
祭
る
」
と
あ
る
。
ま
た
蘇
献
の
『
経
進
東
波
文
集
事
略
』
巻
五
十

一、

@
 

買
羊
家
酒
陣
、
以
杷
団
組
、
作
集
飲
食
、
酔
飽
而
去
、
歳
以
魚
常
、

「
眉
州
遠
景
棲
記
」
に
、

農
人
の
共
同
作
業
の
後、

と
あ
る
よ
う
に
田
組
に
針
す
る
祭
杷
も
行
な
わ
れ
た
。

@
 

田
租
を
記
る
事
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、

田
ノ1
ム語、

姥
生
魚
農
家
夫
輿
婦

圭~
頁司'

考「
百田
年公

姥
作詞
回。」

組。に

『
関
風
集
』
巻
二、

国
公
布
衣
五
尺
長
、

田
姥
角
冠
八
寸
強
、
卒
生
布
施
不
造
狭
、
数
養
児
孫
耕
輿
桑
、

歳
歳
田
頭
管
風
雨
、
春
三
秋
九
享
鶏
豚
、
杯
碇
神
霊
如
封
語
、

使
我
富
牛
羊
、

田
公
姥
聴
健
歌
看
健
舞
、
使
我
倉
有
杭
、
使
我
鹿
有
徐
、
使
我
固
有
黍
、

(
後
略
)

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
田
組
の
祭
犯
の
貫
態
が
、
部
分
的
な
が
ら
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
田
紳
を
村
民
が
村
祉
の
祭
で
ど
の
よ
う
に

ロい、ノ、

苦

m
t
ι

且
つ
ま
た
交
感
し
た
か
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
舞
が
行
な
わ
れ
、
杯
政
に
よ
る
神
格
と
の
交
信
が
な
さ
れ
、
牧
穫
が
約
束
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

『宋
史
』
巻
二
百
七
十
六
、
列
俸
第
三
十
五
、
昭
遠
俸
に

昭
遠
神
色
白
若
、

喜
輿
里
中
悪
少
遊
慮
、

一
日
、
衆
杷
里
神
、

昭
遠
適
至
、

有
以
博
投
授
之
、
謂
臼
汝
他
日
償
有
節
鉱
、
試
榔
以
卜
之
、
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昭
遠

一
部、

六
歯
皆
赤
、

と
あ
り
、

里
一
刊
の
祭
杷
は
村
祉
の
祭
り
と
も
み
ら
れ
る
が
、
ト
占
に
類
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
正
式
の
杯
読
に
よ
っ
て

紳
霊
が
供
物
を
受
納
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
団
組
の
祭
り
や
前
掲

『
江
湖
集
』
、

@
 

一
般
に
は
田
に
て
祭
ら
れ
た
が
、

後
恐
ら
く
普
通
の
廟
に
杷
ら
れ
た
り
、
従
来
の
廟
神
が
農
事
を

「露
香
拾
藁
」
、

春
日
田
家
三
首
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど

こ
で
も
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

田
神
は
、

司
る

老。と
令。さ
奮。れ
語。た
因。と
事。思
発。わ

れ
る

『
築
城
集
』
巻
十
一二
、

春
耕
正
及
雨
晴
天
、

可
憐
鞭
撞
移
無
補
、

ー-，
謁
在
王
廟

早。」

向。に
叢。
洞。
乞。
有。
年。

と
あ
っ
て
奮
来
の
「
団
事
祭
」
の
み
で
は
そ
の
数
力
は
不
足
で
あ
っ
て

稔
り
の
あ
る
こ
と
を
祈
請
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
聞
の
推
移
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
『
劉
須
渓
先
生
記
紗
』
巻
三
、
「
輿
泰
廟
記
」
に
、

「
里
之
有
位
、
社
之
有
廟
、
遠
者
不
可
遡
、
考
近
者
亦
一
二
百
年
」
と
あ
る
の
は
、
祉
に
お
け
る
廟
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
た
興
味
あ
る
記
事

早
く
叢
洞
(
迂
王
廟
)
に
向
い



と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
村
祉
の
社
神
は
、
所
謂
枇
樹

・
神
木
と
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
守
屋
美
都
雄
氏
は
、
古
代
の
祉
の
標
識
に
つ
い
て
、
最

@
 

初
の
も
の
は
茅
の
東
で
、
後
代
に
な
る
と
東
木
が
草
木
と
な
り
、
木
の
下
に
土
壇
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
な
嬰
化
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
と
関
連
し
て
、
所
謂
荘
子
の
様
祉
が
、
南
宋

・
四
明
鄭
鯨
の

一
村
名
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
事
例
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
『
賓
慶
四
明
志
』
巻
十
三
、
鄭
豚
志
、
巻
二
、
銃
賦

・
郷
村
・
光
同
郷
在
鯨
南
管
里

一
村
二
に
、

清
林
里
、
北
渡
村
、
機
社
村

と
あ
る
。
社
神
が
樹
木
と
深
い
聞
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

@
 

去
年
大
皐
綿
千
里
、
禾
不
立
苗
褒
垂
死
、
林
神
社
鬼
奈
何
、
老
龍
欠
伸
、

@

@
 

と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
農
民
の
水
皐
に
か
か
わ
る
林
紳
・
社
鬼
は
お
そ
ら
く
社
樹
の
別
表
現
で
あ
ろ
う
。

『元
氏
長
慶
集
』
巻
一
、

「
古
社
」
と
題
す
る
詩
に
、

「
古
祉
の
基
祉
あ
り
、
人
散
じ
て
祉
を
紳
と
せ
ず
、
唯
空
心
の
樹
有
り
て
、
妖
狐
臓

や
が
て

「吐
樹
新
た
に
圏
固
た
り
、
社
公
千
寓
歳
、
永
く
村
中
の
民
を
保
す
。
」
と
あ
る
。
村
社
と
祉
樹
と
の
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し
て
人
を
魅
す
。
」
と
あ
っ
て
、

関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
表
現
に

@
 

祉
樹
園
祭
日
影
斜
、
共
喜
今
年
春
委
好
、

と
あ
っ
て
、
社
樹
が
繁
り
村
民
が
春
祭
を
憾
ん
で
い
る
。

ま
た
元
一
服
戊
辰
(
一
O
八
八
)
、
師
郭
郡
南
釜
水
の
濯
に
大
老
視
が
あ
っ
て
、
枯
れ
か

か
っ
て
い
た
。
泉
か
狐
が
棲
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
毎
夜
幹
の
中
か
ら
吟
嘆
の
撃
が
聞
か
れ
、
里
人
は
こ
れ
を
紳
と
し
て
壇
を
築
い
て
祉

@
 

記
を
建
て
、
躍
る
こ
と
が
非
常
に
謹
厳
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
村
人
は
春
秋
に
社
記
を
立
て
、
土
紳
が
あ
る
よ
う
に
信
じ
た
と
い
う
。
前
掲
元

棋
の
古
詩
の
前
中
十
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
北
宋
の
こ
の
例
で
は
、
老
樹
に
棲
む
狐
が
そ
の
ま
ま
社
神
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

越
智
重
明
氏
は

「
祉
紳
」
の
性
格
に
つ
い
て
、

西
周

・
春
秋

・
戦
園
の
頃
に
限
り
、
祉
で
祭
る
紳
が
祖
先
紳
と
自
然
紳
で
あ
っ
た
が
、
後
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は
専
ら
自
然
神
と
し
て
の
土
地
神
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
社
神
が
土
地
神
と
し
て
の
紳
力
の
及
ぶ
範
圏
の
土
地
に
瞥
ま
れ
る
農
作
物
を
助
け
る
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@
 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
向
、
窪
徳
忠
氏
も
唐

@
 

宋
時
代
に
な
っ
て
、
中
圏
全
土
に
土
地
神
の
信
仰
が
康
ま
り
、
各
地
に
土
地
廟
が
立
て
ら
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
宋

・
丘
光
庭
の
『
粂
明

だ
け
で
な
く
、
そ
の
土
地
の
民
衆
の
民
生
安
定

・
延
需
を
助
け
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
来
た
、

笠
宮
』
巻

一
に
よ
れ
ば
、
社
紳
に
つ
い
て

「
祉
紳
所
在
土
地
之
名
也
」
、

「
祉
之
所
祭
、
祭
邦
閤
郷
原
之
土
神
也
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
吐
紳
が
土
地
神
と
し
て
登
場
し、

装
い
を
新
た
に
し
た
に
し
て
も
、
社
樹
は
必
須
の
傑
件
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
嘉
禾

志
』
巻
十

「宮
槻
道
院
附
」
に、

霊
宿
土
地
廟
在
豚

(嘉
輿
豚
)
西
南
二
十
七
里
(
中
略
)
考
誼
父
老
相
博
、

始
者
呈
枇
欲
立
廟
、
本
非
今
慮
、
木
植
既
備
、

一
タ
自
移
至
、

水
皐
樟
之
、
無
不
響
庫
、

と
あ
り
、
里
祉
が
木
植
す
な
わ
ち
恐
ら
く
は
祉
樹
を
植
え
る
と、

白
か
ら
神
が
こ
こ
に
移
り
至
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
水
皐
に

鵡
る
と
直
ち
に
雁
じ
た
と
も
い
う
。

さ
て
村
祉
の
紳
格
は
時
代
の
推
移
や
宗
教
的
環
境
の
饗
化
の
中
で
、
様
々
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
直
々
た
る
村
洞
の

こ
と
故

一
般
に
は
淫
嗣
と
し
て
一

括
し
て
排
除
さ
れ
る
憂
目
に
も
禽
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
杷
る
農
人
自
身
も
紳
名
を
す
ら
意
識
せ
ず
、
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漠
然
と
祈
奔
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
照
寧
年
間
(
一

O
六
八
J
一
O
七
七
〉
の
こ
と
と
し
て
、

『
西
塘
先
生
文
集
』
巻
三
、

「英
州
腔
龍
洞
記
」
に

鵜
念
刑
交
之
問
、
淫
洞
如
識
、
牲
牢
酒
酷
日
所
祈
饗
、
詰
其
鬼
、
無
名
氏
、
十
常
六
七、

の
如
く
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
る
。
社
神
も
日
常
的
関
り
の
中
で
村
民
と
様
々
な
形
態
の
接
燭
が
あ
っ
た
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
誼

州
合
江
豚
越
市
村
の
毛
烈
が
、
不
正
に
昌
州
人
の
陳
析
の
土
地
を
踊
し
取
っ
た
。
そ
こ
で、

〈中
略
)
訴
子
州
子
鴎
運
使
、

@
 

蓋
往
橋
東
獄
行
宮
、
首
如
汝
請
、

と
い
う
よ
う
に
、
祉
紳
の
援
助
が
得
ら
れ
、

後
に

一
味
の
牙
倫

・
一
信
が
死
し
、
毛
烈
も
官
も
罰
を
う
け
、

祈
訟
子
照
、
豚
吏
受
烈
賄
、

皆
不
得
直
、

乃
具
牲
酒
誼
子
枇
、
夢
興
紳
遇
、
告
之
日
、
此
非
吾
所
能
開
、

団
地
が
取
り
戻
さ
れ
た
。
悪
人

・



豚
・
州
・
縛
運
使
の
不
正
が
、
「
枇
」
に
訴
え
ら
れ
、
社
一
柳
も
さ
す
が
に
手
に
あ
ま
る
事
件
な
の
で
、
更
に
上
級
の
東
巌
行
宮
の
神
力
に
よ
り

解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
神
が
別
の
有
力
紳
の
系
列
下
に
く
み
こ
ま
れ
た
事
例
で
あ
る
。

@
 

国
家
饗
社
神
、
酔
倒
不
能
愁
世
事
、

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
農
民
が
唯
酒
に
酔
い
つ
ぶ
れ
て
一
時
の
享
楽
に
耽
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
如
上
の
よ
う
に
彼
等
を
救
助
し
抱

擁
し
て
く
れ
る
何
か
を
信
じ
、
そ
れ
を
心
の
支
え
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
築
卒
鯨
の
農
民
が
、
癒
鬼
の
数
輩
、
形
貌
怪

だ
が
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
祉
紳
は
、

一
村
毎
に
必
ず
先
ず
祉
紳
に
詣
で
て
、
疫
病
を
起
す
ベ
く
協
力
を
仰
い

@
 

一
村
の
一疫
病
を
主
宰
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
民
の
最
も
恐
れ
る
疫
病
に
つ
い
て
、
社

悪
な
の
に
つ
か
ま
り
、
荷
物
を
運
搬
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
時
痘
鬼
は
、

神
が
そ
れ
を
左
右
す
る
地
位
に
つ
く
の
は
、
こ
れ
も
嘗
然
の
鯖
結
で
あ
る
と
い
え
る
。

宋
代
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、

様
々
な
洞
廟
が
辱
崇
さ
れ
、
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村
社
と
寺
廟
信
仰

或
は
淫
記
と
し
て
概
括
さ
れ
る
よ
う
な
廟
信
仰
が
村
祉
を
取
り
囲
ん
で
く
る

と
、
祉
を
中
心
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
村
民
自
鐙
の
方
に
も
か
な
り
の
饗
化
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
崎
建
の
洞
廟
の
如
き
は
、
里
祉
に
よ
り
建
立
さ
れ
て
、

鯨
桐
廟
率
皇
位
自
建
立
、
歳
月
深
遠
、

と
あ
る
。

『
北
渓
全
集
』
巻
二
十
三
、

一
豚
に
数
百
所
と
い
う
よ
う
に
群
生
し
た
。
す
な
わ
ち
、

@
 

一
邑
或
至
数
百
所
、
不
可
勝
載
、

「
上
越
寺
丞
論
淫
杷
」
に
よ
っ
て
、
同
一
踊
建
の
事
情
に
つ
い
て
更
に
検
討
し
て
み
た
い
。

某
縞
以
、
南
人
好
尚
淫
記
、
市
此
邦
之
俗
魚
尤
甚
、
自
城
邑
至
村
撞
、
淫
鬼
之
名
競
者
至
不
一
、
而
所
以
魚
廟
字
者
亦
何
官
数
百
所
、
逐

廟
各
有
迎
紳
之
雄
、
月
迭
魚
迎
紳
之
舎
、

と
あ
る
よ
う
に
、

淫
把
の
名
で
こ
こ
に
記
さ
れ
た
廟
は
、
鯨
城
か
ら
村
の
段
階
に
至
る
ま
で
極
め
て
多
く
祭
櫨
の
集
合
同
は
月
毎
に
あ
っ
た
。
同
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項
の
中
に
、



230 

今
月
甲
廟
未
償
、
後
月
乙
廟
叉
至
、
叉
後
月
丙
廟
丁
廟
復
張
顕
接
種
於
其
後
、

と
あ
り
、
次
か
ら
次
へ
と
奉
供
に
逐
わ
れ
た
。
次
い
で

百
姓
男
女
緊
観
淫
奔
酎
閥
、
夫
不
暇
及
耕
、
婦
不
暇
及
織
、
而
一
惟
淫
鬼
之
玩
、
子
不
暇
及
孝
、
弟
不
暇
及
恭
、
而
一
惟
淫
鬼
之
敬
、
康

人
事
之
常
職
、
崇
鬼
道
之
妖
儀
、
一
歳
之
中
若
是
者
凡
幾
廟
、
民
之
被
擾
者
凡
幾
番
、
不
惟
在
城
皆
然
、
市
諸
郷
下
邑
亦
莫
非
同
此
、

と
あ
る
よ
う
に
郷
村
は
新
し
い
信
仰
情
況
の
波
に
洗
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

自
入
春
首
、
使
措
置
排
掛
迎
神
財
物
事
例
、
或
装
土
偶
、
名
田
舎
人
、

筆
珂
陵
従
、
撞
入
人
家
、
迫
脅
題
疏
、
多
者
索
至
十
千
、
少
者
亦

不
下
一
千
、
或
装
土
偶
、
名
目
急
脚
、
立
於
遁
衛
欄
街
覚
鏡
、
捨
夫
販
婦
施
捜
嬢
奪
員
如
白
書
一
行
部
、
無
一
空
過
者
、
或
印
百
銭
小
務
、

障
門
抑
取
、
巌
於
官
租
、
車
丁
寡
婦
無
能
逃
者
、

と
あ
る
よ
う
に
、
廟
が
布
施
を
強
要
し
て
、
混
飢
を
惹
き
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
街
市
に
お
け
る
極
端
な
例
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
郷
村

に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
郷
村
就
中
村
里
で
は
成
員
の
規
模
が
小
さ
く
、
農
耕
と
い
う
性
格
か
ら
、
従
来
の
村

枇
が
中
心
に
あ
り
つ
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
何
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
早
い
時
期
で
あ

る
。
こ
れ
は
次
の
記
事
か
ら
も
推
察
出
来
る
。
周
知
の
唐
の
威
亨
五
年
(
六
七
四
)
三
月
十
日
の
詔
に
、
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春
秋
二
社
も
と
以
て
農
を
祈
る
。
こ
の
ご
ろ
聞
く
、
こ
れ
を
除
く
の
外
、
別
に
首
宗
及
び
邑
義
諸
色
な
ど
の
祉
を
立
て
、
遠
く
よ
り
人
衆

を
集
め
、
別
に
葉
数
あ
り
、

遁
い
に
相
承
糾
し
、

宜
し
く
官
司
を
し
て
右主
フヲて

断
、 =七

吋ず 口

C 凶
減、の

よ@を

良
に
徴
求
あ
り
、

少
し
く
禅
助
あ
り
と
い
え
ど
も
、

百
姓
に
在
っ
て

は
、
勢
擾
な
き
に
あ
ら
ず
、
今
よ
り
以
後
、

と
あ
る
。
こ
の
冒
頭
に
あ
る
「
春
秋
二
社
」
は
、
単
に
一
般
的
な
春
秋
二
期
の
祭
杷
を
指
す
の
で
は
な
く
、
村
里
に
基
本
的
に
存
在
し
た
既
述

そ
し
て
こ
れ
と
は
別
に
生
じ
て
き
た
サ
ー
ク
ル
的
な
祉
に
つ
い
て
禁
止
措
置
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

の
「
村
祉
」
で
あ
ろ
う
。

る
。
こ
の
よ
う
な
詔
放
で
あ
る
程
度
取
締
れ
る
と
し
た
ら
、
唐
初
の
村
社
は
ま
だ
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
傾

向
は
村
祉
の
活
動
様
式
を
努
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
丹
徒
燃
の
大
慈
郷
写
山
之
頂
・
烏
龍
王
廟
に
つ
い
て
、



宋
嘉
定
五
年
(
一
二
三
〉
夏
阜
、
五
月
六
日
、
諌
壁
農
人
劉
某
等
、
僧
祉
衆
在
廟
語
紙
問
、

と
あ
り
、
諌
壁
(
江
蘇
鎖
江
豚
東
三
十
里
)
の
農
人
劉
某
は
、
社
衆
と
と
も
に
廟
に
て
諦
経
し
た
と
い
う
。

こ
の
計
一
は

『
慶
元
保
法
事
類
』
巻

八
十
、
雑
款
に
あ
る
「
信
道
に
あ
ら
ず
し
て
経
祉
を
結
集
し
、
お
よ
び
衆
を
褒
め
て
行
動
す
る
者
は
、
各
々
杖
一
百
」
と
あ
る
取
締
り
の
劃
象

と
な
っ
た
鰹
祉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
廟
は
写
山
の
頂
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
村
祉
の
祈
薦
と
は
大
部
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ

@
 

る
祉
衆
は
、
村
祉
の
有
志
で
あ
り
、
皐
魁
に
一
層
数
果
の
あ
る
廟
に
集
ま
ア
た
と
思
わ
れ
る
。

純
粋
に
講
の
よ
う
な
サ
ー
ク
ル
の
祉
が
結
ぼ
れ
て
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
祭
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
。
『
琴
川
志
』
巻
十
三
、
「
幅

山
東
巌
廟
記
」
に
、

凡
有
求
必
躍
鷲
、
率
以
類
至
、
競
自
社
舎
、
衛
鼓
之
音
、
相
属
子
道
、
曾
不
知
幾
千
寓
人
、

(
中
略
)
政
和
七
年
(
一
一
一
七
〉
八
月
乙
亥
、

郷
貢
進
土
毘
山
競
邦
哲
記
、
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と
あ
り
、
な
お
同
巻
、

「
重
修
一
踊
山
獄
廟
記
」
に

有
祈
、
番
老
時
間
邑
之
子
弟
慶
子
洞
下
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
類
を
以
て
至
る
、

と
あ
る
前
文
は
、
例
え
ば
鯨
下
郷
村
の
番
老
が
、
そ
こ
の
子
弟
を
引
率
し
て
行
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
社
舎
と
呼
ば
れ
た
が
、
前
述
の
村
社
と
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
至
る
放
程
に

相
首
の
日
教
を
要
す
る
と
す
れ
ば
、
参
加
出
来
る
者
も
、
費
用
の
黙
か
ら
限
ら
れ
た
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
非
常
に
小
さ
な
単
位
の
信
仰

@
 

集
園
も
あ
り
、
村
寺
が
人
戸
を
自
占
し
て
こ
れ
を
門
徒
と
し
て
、
そ
の
下
に
繋
ぎ
止
め
る
こ
と
も
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
村
祉
の
信
仰

活
動
が
分
解
現
象
を
起
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
ま
た
村
人
が
夜
炊
鼓
し
て
蝿
集
し
寮
神
の
舎
を
し
た
が
、
そ
の
紳
は
郊
村
の
男
で
あ
っ
て
、
こ

@
 

れ
を
生
き
神
と
し
て
病
を
訴
え
そ
の
男
の
力
で
治
病
の
祈
一
騰
を
し
た
と
い
う
。
或
る
者
は
か
な
り
の
遠
村
か
ら
来
た
こ
と
を
停
え
る
が
、
こ
こ

で
は
中
心
は
村
祉
の
形
態
で
の
祭
把
を
残
し
て
い
る
。
周
没
の
村
々
を
巻
き
込
み
、
相
到
象
紳
が
簡
皐
に
流
動
し
て
い
る
。

宋
代
に
村
社
が
以
上
の
よ
う
な
欣
態
に
な
っ
た
一
つ
の
理
由
は
、
鯨
の
段
階
ま
で
園
家
の
組
織
と
し
て
存
在
す
る
祉
覆
の
祭
記
の
表
仇
と
無
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関
係
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
村
社
は
直
接
そ
の
配
下
に
あ
る
語
で
は
な
い
が
、

至
如
百
姓
私
祉
、
宜
輿
官
社
同
日
致
祭
、

と
あ
る
よ
う
に
、
村
祉
を
そ
の
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
政
策
が
あ
り
、
や
は
り
園
家
の
宗
教
的
基
盤
を
雨
者
で
構
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
「
社
稜
」
「
村
社
」
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
水
皐
に
劃
す
る
霊
力
の
衰
退
が
認
識
さ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
紹
興
府
諸
畳
照
松
山
教
賜
文
臆
廟
記
」
に
、

『
全
唐
文
』
巻
三
十
二
、

「筒
敬
記
祉
寝
詔
」
に
、

『
越
中

金
石
記
』
巻
五、

壁
陽
鴛
邑
、
左
山
右
水
津
、
地
勢
高
下
殊
絶
、
故
皐
務
開
暴
、
至
嘉
照
歳
庚
子
(
一
二
四
O
〉
秋
七
月
、

震
建

E
電
交
作
、
民
大
骸
、
邑
令
苦
ノ
祈
於
四
機
弗
慮
、
郷
番
老
祈
於
祉
里
弗
腰
、
於
是
川
流
牒
程
、
四
野
瀬
漫
如
淳
、
園
壊
室
庫
摘
、
首

稼
梶
重
、
愛
額
日
憶
年
機
失
、
遁
提
貼
刑
獄
使
者
項
公
容
孫
行
部
至
豚
、
召
父
老
目
、
古
者
能
禦
大
富
能
揮
大
患
、
必
有
山
川
英
霊
之
気

鍾
信
用
明
紳
、
市
邑
之
紳
寧
無
禦
菖
揮
患
者
、
余
白
吾
邑
松
山
朱
太
守
之
神
、
生
而
父
母
吾
邦
、
袈
而
血
食
郷
井
、
+
豆
腐
鷲
、
翌
日
吏
率
其

寮
佐
、
民
命
同
其
保
伍
走
洞
下
、
癖
香
致
敬
奔
、
伏
未
興
、
濃
雲
忽
散
一斉
色
如
鏡
、
洪
波
既
息
禾
則
壷
壷
起
、
吏
民
大
喜
相
興
議
日
何
以
報

紳
、
途
以
事
上
府
、
(
中
略
〉

嘉
照
四
年
(
一
二
四
O
)
九
月
三
日
、
救
賜
文
臆
廟
、
秩
於
杷
典
也
、
命
下
之
日
間
里
謹
呼
歎
未
曾
親
、

積
陰
不
開
、

霧
雨
大
注
、
震
震
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と
あ
っ
て
祉
榎
・
社
神
の
霊
力
は
頼
り
に
さ
れ
ず
、

「文
麿
廟
」
に
保
伍
を
舎
し
、
祈
奔
し
て
霧
雨
の
災
厄
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。

ま
た
『
嘉
定
鎮
江士
ど

を

七
、
岡
廟

「
武
烈
帝
廟
」
に
、

土
偶
之
精
神
愁
伴
、
泥
龍
之
鱗
甲
乾
枯
、
亙
現
陳
僻
矯
筋
合
、

と
あ
っ
て
、
土
偶
や
泥
龍
や
、
ま
た
こ
れ
を
杷
る
亙
親
で
は
救
皐
出
来
ず
、

霊
力
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
上
回
る
「
武
烈
帝
廟
」
の
霊
威
が
期
待

さ
れ
た
。
同
じ
内
容
を
示
す
も
の
に
、

邦
人
奉
敬
一
僚
、
久
不
知
肉
味
、
種
龍
不
能
神
、
土
偶
安
足
博
、
麿
員
住
蘭
若
、
雲
雨
可
立
致
、
胡
不
迎
之
来
、
明
明
有
前宮町、

と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
水
皐
に
劃
す
る
例
数
の
霊
顛
は
、
嘗
時
非
常
に
信
頼
を
も
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
例
数
そ
の
も

の
も
そ
れ
に
臨
応
え
る
よ
う
に
斬
新
で
威
力
の
あ
る
方
法
を
採
用
し
た
。
例
え
ば
、
北
宋

・
楊
憶
の
『
武
夷
新
集
』
巻
十
五
、
「
奏
雨
朕
」
に
、



歳
皐
に
あ
た
り
、

村
民
数
十
輩
詣
寺
祈
薦
、
信
有
益
百
胡
法
者
、
補
断
揚
十
数
枚
、
置
一
食
中
漬
之
、
以
水
蒙
之
、
以
雑
樹
桑
、
取
童
男
数
人
、
衣
青
衣
、
青

塗
面
及
手
足
、
人
持
柳
枝
、
泊
衣
散
渡
、
且
祝
日
、
蛸
場
噺
場
、
輿
雲
吐
霧
、
雨
今
霧
治
、
汝
今
婦
去
、
:
・明
日
大
雨
、
遠
近
皆
足
、

「
即
知
断
腸
者
亦
龍
之
類
也
」
と
結
ん
で
い
る
。
借
が
胡
法
を
善
く

す
る
と
い
い
、
こ
の
方
法
は
高
麗
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
い
な
い
が
、
高
麗
の
祈
薦
法
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
李
朝
時
の

と
あ
っ
て
、
績
い
て
高
麗
へ
使
し
た
舟
人
が
龍
を
見
た
話
を
附
加
し
て
、

『
傭
斎
叢
話
』
に
、

泥
蛸
場
於
水
食
中
、
室
内
衣
童
子
敷
十
、
以
楊
枝
撃
金
、
鳴
操
、
大
呼
目
、
断
蝿
蛸
揚
、
輿
雲
吐
霧
、
偉
雨
湧
沼
、
放
汝
鯖
去
、

と
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
の
降
雨
の
祭
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
般
に
宋
代
に
は
、
水
阜
の
祈
鵡
等
、

@
 

宗
教
的
側
面
に
新
羅

・
高
麗
の
影
響
が
濃
厚
に
存
在
し
た
こ
と
は
事
買
で
あ
る
。
異
常
な
霊
頼
の
あ
る
所
に
、
恐
ら
く
一
村
の
全
世
帯
主
か
と

も
思
わ
れ
る
数
十
人
が
褒
ま
っ
て
祈
躍
す
る
と
い
う
事
賞
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
耕
に
最
も
切
寅
な
水
皐
封
策
と
し
て
農
民
が
如
何
に

殺
果
の
あ
る
も
の
を
求
め
て
い
た
か
が
分
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
異
常
な
例
を
拳
げ
る
ま
で
も
な
く
、
南
宋
時
代
に
お
い
て
、
郷
村
で
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は
一
般
に
傍
数
が
精
力
的
に
村
民
と
接
崩
し
て
い
る
。
勿
論
既
成
の
併
数
や
大
寺
院
は
さ
て
置
き
、
村
里
の
段
階
で
の
百
円
盤
的
な
働
き
に
つ
い

て
は
、
探
究
す
べ
き
黙
が
多
く
蔑
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
廟
や
村
社
と
の
関
係
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
水
皐
に

強
力
な
霊
力
が
あ
る
と
さ
れ
、
村
民
の
強
い
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
『
後
部
居
士
詩
』
巻
八
、
村
居
室
田
事
四
首
の
二
に
、

新
剃
闇
察
頂
向
青
、
満
村
君
説
法
華
経
、
安
知
世
有
蒲
天
理
、
高
柄
如
雲
座
下
聴
、

南
宋
の
村
落
に
こ
の
よ
う
に
併
教
的
な
雰
園
気
が
濃
厚
に
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
債
し
よ
う
。
村
里
に
お
い
て
寺
院
が
ど
の
よ
う
に
建
立
さ

れ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
く
か
。
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
神
宗
時
に
寺
院
の
創
設
を
許
可
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
朝
廷
に
劃
す
る

奏
紋
で
あ
る
が
、
多
少
抽
象
的
で
は
あ
る
が
、
信
徒
が
村
里
に
根
づ
く
興
味
あ
る
姿
を
俸
え
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

借
徒
溢
れ
て
郷
村
を
縁
化
す
。
困
擾
の
患
無
き
能
わ
ず
。
乗
ね
て
臣
訪
問
し
て
得
た
り
。
郷
村
無
名
の
寺
字
の
衆
多
な
る
所
以
は
、
始
め

233 
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信
徒
縁
化
し
て
造
屋
す
る
こ
と
数
問
、
之
を
併
堂
と
い
え
ば
な
り
。
漸
次
増
添
し
て
数
年
な
ら
ず
し
て
、
便
ち
院
字
を
成
す
。
衣
第
に
歳

月
既
に
久
し
く
し
て
、
州
豚
窮
究
す
る
あ
た
わ
ず
。
或
は
朝
廷
の
推
恩
に
、遁
い
、
因
り
て
指
し
て
古
跡
と
震
す
。
・:
一
た
び
賜
額
を
象
れ

@
 

ば
則
ち
永
く
借
居
と
粛
す
。
・
:
其
の
聞
甚
し
き
は
屋
字
七
八
十
聞
に
し
て
、
看
守
の
信
徒
た
だ

一
二
人
あ
り
。
・
:
坐
し
て
良
民
の
供
績
を

@
 

享
く
。

は
じ
め
信
徒
は
郷
に
満
ち
、
積
極
的
に
縁
化
し
、
小
さ
な
俳
堂
を
造
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
は
、
村
民
と
の
濃
密
な
交
渉
が
あ
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
。
『
蒙
驚
集
』
巻
六
、
「
再
論
履
畝
劉
子
」
に
、

郷
村
小
寺
翻
緬
黄
狼
雑
、
何
可
勝
数
、

と
あ
る
の
は
、
極
端
な
記
述
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
郷
村
に
小
寺
が
多
く
存
在
し
、
あ
る
時
期
非
常
に
精
力
的
な
備
の
活
動
が
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
時
、
若
し
在
村
小
寺
が
信
頼
を
か
ち
得
た
と
き
、
全
社
人
拳
げ
て
そ
こ
に
志
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
が
次
の
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

大
定
四
年
(
一
一
六
四
ご
ハ
月
三
日
、
京
兆
府
運
陽
瞬
瑞
寧
郷
飽
坊
村
比
四
は
、
初
め
名
額

も
な
い
小
寺
院
で
あ
っ
た
。
こ
の
寺
院
が
向
書
戸
部
に
給
額
を
申
請
し
た
時
の
本
村
の
助
縁
人
に
、
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繭
淳
、
薗
婚
、
蘭
志
、
張
済
、
弟
五
徳
、
程
興
、
郭
直
、
南
松
、
宋
方
、
王
口
口
、
宋
均
、
宋
亨
、
紀
立
、
李
坦
、
朱
仲
明
、
宋
仙
、
馬

進
、
馬
永
、
車
興
、
魯
再
成
、
王
康
、
楊
路
、
蒋
永
、
温
勝
、
小
楊
成
、
口
房
、
馬
徳
、
楊
棟
、
馬
堅
、
馬
再
興
、
程
一府、

の
三
十
一
名
、
更
に
「
本
村
捨
地
基
施
主
」
楊
成
の
計
三
十
二
名
が
居
り
、
高
牟
村
の
助
縁
善
友
が
十
名
、
白
様
村
で
一
名
、
西
王
馬
村
で
一

名
、
楊
劉
村
に
あ
る
龍
泉
院
の
助
縁
倫
が
五
名
あ
っ
た
。
本
村
を
含
め
、
四
村
と
他
の

一
院
の
助
力
で
給
額
を
申
請
し
て
、
こ
れ
が
許
可
さ
れ

て
い
る
。
本
村
人
の
場
合
は
、
社
人
全
員
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
部
陽
照
臨
冶
郷
百
皇
位
、
本
村
全
社

'h
に
よ
る
村
院
の
住

持
信
招
致
運
動
と
軌
を
一
つ
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

四

村

社

と

祉

稜



祉
覆
の
祭
事
は
、
宋
代
に
ほ
ぼ
復
興
さ
れ
た
。
『
清
南
文
集
』
巻
十
九
、

宋
輿
文
物
復
帰
盛
、
自
朝
廷
達
子
下
州
叢
邑
、
社
稜
之
記
略
皆
復
古
、

と
あ
る
。
な
お
縫
績
し
て
補
修
も
行
わ
れ
て
お
り
、
南
宋
、
蘇
州
の
祉
稜
壇
も
盛
ん
に
修
復
さ
れ
た
。
長
洲
鯨
は
慶
元
四
年
(
二
九
八
〉
、
昆

山
鯨
は
淳
茄
十
二
年
(
一
二
五
二
)
、
常
熟
鯨
は
淳
照
八
年
(
二

八
一)、

嘉
豚
定
は
嘉
定
十
一
年
(
=
二

八〉、

@
 

(
一
一
一
一
一
八
〉
に
そ
れ
ぞ
れ
重
修
を
み
た
。

「
舎
稽
勝
重
建
祉
壇
記
」
に
、

同
州
の
社
壇
は

延
一
筋
五
年

『
大
唐
開
元
瞳
』
巻
一
に
よ
れ
ば
、
州
鯨
の
社
覆
は
、
園
家
的
祭
組
組
織
で
あ
る
大
・
中
・
小
把
の
う
ち
、
小
組
に
充
賞
さ
れ
て
い
る
。
こ

@
 

の
州
豚
の
社
程
と
そ
の
下
の
村
祉
の
祭
杷
と
の
聞
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
断
層
が
あ
っ
て
、
両
者
を
接
合
す
る
に
は
か
な
り
の
努
力
が
必
要

@
 

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
節
に
述
べ
た
通
り
、
唐
初
に
も
村
祉
を
そ
の
下
に
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
。

『
威
淳
臨
安
士
山
』
巻
十
八
、
富
陽
鯨
、
社
稜
の
項
に
、
在
豚
西
一
里
二
百
歩
と
あ
り
、
そ
の
記
文
に
、

富
春
、
距
鯨
勝
一
里
二
百
歩
、
奮
有
社
理
壇
、
四
面
卒
埜
、
勝
令
自
公
昭
亮
始
作
亭
、
麗
以
縮
、
先
是
里
正
掌
之
、
漫
無
地
雷
省
、
傍
穴
土

而
版
築
之
、
覆
以
茨
、
弗
克
禦
線
療
、
割
坦
、
牧
蓄
得
以
篤
圏
、
祭
之
目
、
往
遁
雨
則
執
事
於
亭
下
、
亭
激
障
、
薦
課
興
備
不
度
、
類
亡

具
甚
、
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と
あ
り
、
富
春
闘
肺
郊
の
醤
祉
稜
壇
の
傍
に
亭
が
立
て
ら
れ
た
が
、
里
正
が
こ
れ
を
管
掌
し
て
い
た
。
雨
の
日
に
は
こ
こ
で
祭
事
が
行
わ
れ
た
。

里
正
の
手
に
移
っ
て
か
ら
は
こ
の
地
が
果
し
て
、
そ
の
地
域
の
者
に
と
っ
て
「
祉
寝
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問

で
あ
る
。
何
故
な
ら
績
い
て
「
民
忘
其
本
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
績
い
て
、

舎
邑
人
更
里
洞
、
給
公
務
、
易
其
財
、
規
魚
屋
、
贋
狭
中
度
、
宏
倣
軒
謡
、
銃
然
中
崎
、
向
之
亭
化
市
魚
門
、

と
あ
る
。
里
洞
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
そ
の
ま
ま
祉
覆
の
復
興
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
?
た
で
あ
ろ
う
が
、
官
金
を
給
し
て
里
桐
を
更
め
る

以
上
、
従
来
が
鯨
の
祉
覆
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
接
績
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
績
い
て
、
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越
十
月
甲
子
告
成
、
邑
之
番
肇
雑
然
来
観
、

相
興
目
、
吾
債
晴
、

昔
所
見
不
稽
、

山
一
旦
知
善
人
之
本
、

於
是
乎
在
哉
、

其
自
今
亙
是
稽
是
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洞
、
歳
無
災
診
、
家
有
積
倉
、

と
あ
り
、
完
成
を
み
た
里
洞
を
、
番
重
が
こ
も
と
も
見
に
来
て
、
こ
こ
を
善
行
の
本
、
祈
薦
の
場
に
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
。
彼
等
の
心
情
に

つ
い
て
多
分
に
人
魚
的
な
ぎ
こ
ち
な
さ
を
感
。せ
し
め
る
文
で
あ
り
、
信
仰
の
微
妙
な
一
端
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

元
一筋
年
間
(
一

O
八
六

t
一
O
九
四
)
の
記
事
に
、

通
於
天
下
市
最
願
者
、
社
稜
醐
梓
典
、
春
秩
二
仲
州
鯨
展
事
、

@
 

四
方
土
民
於
鷲
翻
瞳
而
皆
列
於
小
紀
、

「
四
方
の
土
民
」
が
参
列
し
て
い
る
。
土
民
と
祉
覆
の
接
績
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

果
し
て
ど
の
程

@
 

度
の
敬
恭
心
を
祉
稜
に
も
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「
常
熟
鯨
祉
榎
壇
」
の
注
記
、
「
紹
興
申
戊
(
一
一
五
四
〉
多
十
月
」
の
記
事
に
、
「
邑
人
を
し
て

@
 

杜
壇
の
重
き
を
知
ら
し
む
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
社
壇
に
劃
し
て
あ
ま
り
こ
れ
を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
よ
う
。

『
羅
那
州
小
集
』
巻
三
、
淳
安
鯨
祉
塩
田
記
に
、
民
と
相
接
す
る
近
世
の
篤
政
者
は
、
祉
寝
の
祭
事
を
せ
ず
、
た
だ
官
府
で
治
財
聴
法
を
行
つ

と
あ
り
、
春
秋
二
期
の
州
懸
の
揮
典
に
、

て
い
る
と
い
う
。
ま
た
た
と
え
そ
れ
を
と
り
行
な
っ
た
と
し
て
も
甚
々
簡
略
で
、
多
く
は
祉
穣
の
壇
埴
の
葺
修
を
し
て
い
な
い
と
い
う
。
し
た

一 78ー

が
っ
て
、里

中
之
社
、
喧
審
而
酔
飽
、
惟
其
習
儀
蔵
事
存
於
有
司
者
、
然
後
以
篤
躍
、
鶏
鳴
而
行
事
、
未
明
而
窪
、
若
是
者
民
亦
不
知
也
、

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
。
官
に
模
範
と
な
る
べ
き
祭
式
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
下
部
に
、
浸
透
し
て
い
な
い
か
ら
、

里
中
の
祉
が
定
式
通

り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
里
枇
す
な
わ
ち
村
祉
は
、
こ
こ
で
は
杜
覆
の
下
部
系
統
と
し
て
の
前
提
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
よ
う
。

@
 

「
長
洲
照
祉
壇
記
」
に

世
衰
え
、
王
制
捜
れ
、
古
義
隠
れ
、
妖
妄
百
出
し
て
洞
廟
鯛
興
す
。
(
中
略
)
有
司
は
一
歳
に
再
躍
す
る
も
、
民
観
に
輿
せ
ざ
る
な
り
、

民
社
日
に
於
い
て
、
或
は
各
々
其
の
僅
俗
に
従
い
、
鼓
舞

・
迎
享

・
酔
飽
し
て
相
祭
し
み
、
其
の
何
人
な
る
か
、
何
の
瞳
な
る
か
を
知
ら

ざ

る

な

り

。

水

皐

の

鵡

析

、

奔

走

織

る

が

如

く

、

(

中

略

)

小

記

は

之

を

杷

る

の

閥

、

往

々

減

裂

す

る

こ

社
理
に
於
い
て
は
閥
如
な
り
。



と
最
も
甚
し
。

こ
の
文
は
績
い
て
慶
元
四
年
(
二
九
八
)
九
月
の
年
次
を
含
む
が
、
民
社
の
祭
組
は
、
そ
れ
自
瞳
の
濁
特
の
様
式
が
定
着
し
て
来
て
お
り
、

水
皐
の
一
新
一
躍
に
は
か
な
り
の
数
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鼓
舞
・
酔
飽
し
て
祭
り
を
祭
し
ん
で
い
る
。
村
里
の
最
も
切
買
な
水
皐
針
策

に
、
官
の
祉
稜
の
祭
把
は
そ
の
数
力
を
ひ
ど
く
疑
わ
れ
、
ま
し
て
や
祉
覆
が
そ
れ
ら
の
上
部
構
造
を
な
す
な
ど
は
と
て
も
望
む
べ
く
も
な
か
っ

「
諸
侍
寺
丞
薦
山
川
祉
稜
」
に
、

た
。
そ
れ
は
『
北
漠
全
集
』
巻
二
十
八
、

次
則
有
祉
覆
風
雷
雨
師
之
壇
在
葉
、
近
都
武
陳
史
君
於
水
皐
惟
専
詣
祉
寝
致
薦
、
俗
人
笑
之
、

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
福
州
の
事
情
で
は
あ
る
が
、
水
皐
に
祉
稜
に
祈
る
こ
と
は
、

「
俗
人
こ
れ
を
笑
う
」
の
が
嘗
時

の
賓
情
で
あ
っ
た
。
し
か
し
祉
稜
の
祭
把
は
、
園
家
の
大
義
で
あ
る
以
上
官
僚
に
と
っ
て
は
常
に
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

@
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た
。
『
宋
魯
資
王
文
憲
公
遺
集
』
巻
九
、
「
諸
問
雨
割
子
」
に
、

伏
聞
某
官
憂
農
閑
雨
、
腰
神
不
宗
、
市
叉
龍
祈
於
社
稜
、
尤
震
至
嘗
、

と
あ
る
。
し
か
し
吏
の
場
合
は
、
州
豚
官
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
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洞@顧
則今
妖之
妄震
淫吏
昏者
之
鬼所
市知
己@不

過
簿
書
期
曾
之
開

否
則
鱒
豆
舞
歌
相
輿
放
鷲
市
不
知
反
、

其
所
敬
畏
崇
飾
而
神
事
之
者
、

非
老
子
理
氏
之

と
あ
る
。

『
小
畜
集
』
巻
三
、

「
合
崖
激
」
に
も
、
吏
と
民
と
が
一
鐙
と
な
り
、
同
様
の
祭
事
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

州
民
輿
郡
吏
、
現
女
雑
亙
童
、
朝
祈
叉
タ
薦
、
奔
起
度
且
恭
、

と
あ
り
、
以
下
水
皐
の
調
整
が
出
来
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
更
で
あ
る
以
上
、
園
か
ら
の
そ
れ
な
り
の
期
待
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

@
 

園
之
所
持
者
民
、
民
之
所
持
者
一
神
、
事
紳
治
民
吏
之
職
也
、

と
い
う
具
合
で
あ
る
が
、
質
際
は
そ
の
期
待
に
は
副
わ
な
か
っ
た
。
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『
夷
堅
丙
志
』
巻
二
十
、

「
荊
南
妖
亙
」
に
、
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荊
南
有
妖
亙
、
挟
幻
術
、
震
人
繭
一
帽
、
横
於
里
中
、
居
郡
勝
者
莫
敢
問
、
呉
輿
高
某
震
江
陵
宰
、
積
不
能
堪
、

捕
欲
杖
之
、

大
(
?
〉
吏

泣
諌
請
勿
治
、

と
あ
り
、
里
中
に
横
行
す
る
亙
の
慮
置
に
つ
い
て
、
吏
が
泣
い
て
こ
れ
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
見
異
常
な
行
動
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
が
、
こ
れ
は
吏
が
亙
の
側
に
あ
っ
て
、
恐
ら
く
は
郷
村
の
宗
教
的
貫
情
を
熟
知
し
て
お
り
、

ま
た
そ
の
基
盤
の
上
に
自
ら
の
存
在
が
保
誼

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
社
稜
を
記
る
州
牒
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、

@
 

膏
徒
動
容
部
野
、
甚
非
所
以
格
神
明
而
来
霊
既
也
、

と
み
ら
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
祉
稜
の
消
長
に
つ
い
て
、

在
惰
唐
問
、
其
社
理
歩
積
之
、
三
千
二
百
八
十
六
、

〈
中
略
)
淳
剛
山
山
後
歩
失
者
二
千
有
除
、
壇
陛
塗
側
、
即
於
併
洞
、
令
不
能
正
旬
、
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と
あ
る
よ
う
に
、
南
宋
淳
照
(
二
七
四
J
二
八
九
)
後
の
概
数
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
衰
亡
の
著
し
い
様
子
が
看
取
出
来
よ
う
。
前
述

の
よ
う
に
南
宋
時
修
復
が
盛
ん
に
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
趨
勢
は
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
傍
澗
に
埋
浸

す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
社
榎
の
神
力
は
、
水
早
・
豊
凶
に
無
魚
に
し
て
、
漠
然
と
し
て
頼
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い

向
。
こ
の
よ
う
に
霊
力
に
お
い
て
併
数
に
席
を
譲
っ
て
い
る
他
に
、
施
設
面
で
も
立
ち
遅
れ
て
い
て
、
例
え
ば
そ
の
建
物
を
借
用
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
一
般
に
多
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
如
上
の
傾
向
は

一
層
激
し
く
枇
寝
の
併
洞
へ
の
論
涯
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
。
右

の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、

元
盟
末
、
管
幹
河
北
保
甲
馬
誠
奏
し
て
、
天
下
の
社
覆
を
巌
に
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
而
る
に
鯨
社
、
酒
税
務
の
後
に
在
り
、
歌
障
に
し
て

容
る
る
能
わ
ず
。
壇
墳
城
西
に
ト
遷
す
。
(
中
略
)
春
秋
の
新
報
に
悌
慮
及
び
騨
舎
の
康
に
寄
す
。
紹
聖
四
年
(
一
O
七
七
)
、
長
安
の
張

笛
令
と
な
り
、
鶴
運
使
林
郁
に
白
し
て
銭
四
蔦
有
寄
を
得
、
是
に
於
て
始
め
て
五
壇
を
営
み
庖
庫
を
つ
く
り
、
そ
の
東
に
祭
器
を
備
い

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
北
宋
元
豊
〈
一

O
七
八
J
一

O
八
五
)
の
末
の
こ
と
で
あ
る
が
、

吐
程
の
設
備
は
、
費
用
の
貼
か
ら
い
っ
て
も



大
き
な
負
捨
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
関
借
り
の
「
社
寝
」
か
ら
完
備
し
た
も
の
に
な
る
ま
で
、
最
短
期
聞
を
見
積
っ
て
も
十
二
年
は
か
か
っ

て
い
る
。
朱
子
に
よ
る
「
朝
散
黄
公
墓
誌
銘
斗
に
、

祉
稜
洞
壇
陽
市
倣
甚
、
一
(
中
略
〉
愚
民
奉
併
、
往
往
私
立
塔
廟
、
借
以
是
得
雑
慮
市
里
聞
、

と
劃
稽
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
、
民
聞
に
お
け
る
併
数
と
の
勝
敗
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
宋
一
代
位
穣
の
復

興
・
修
復
が
あ
っ
た
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
貫
は
如
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

鯨
の
祉
覆
と
村
祉
の
祭
杷
は
、
官
と
民
と
い
う
裁
然
た
る
匡
別
が
あ
る
が
、
園
家
に
は
や
は
り
そ
の
系
列
下
に
置
こ
う
と
す
る
意
聞
は
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
雨
者
は
起
源
的
に
は
同
質
の
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
「
祉
覆
」
の
表
徴
と
封
瞭
的
に
、
「
社
神
」
の
性
格
は
そ
れ
と

は
異
な
る
も
の
と
し
て
護
達
じ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
祉
の
向
う
信
仰
封
象
は
、
宋
代
を
通
じ
て
相
嘗
饗
容
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
例
え
ぼ
併
教
の
著
し
い
浸
透
を
軽
現
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

・
次
に
祉
榎
と
村
祉
と
の
関
係
を
「
祉
倉
」
な
い
し
「
義
倉
」
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

康
胡
氏
祉
倉
記
」
に
、

『
漫
塘
劉
先
生
文
前
集
』
巻
二
十
二
、

南
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今
社
倉
落
落
布
支
下
、
皆
本
於
文
公
、

口巴、

〈
中
略
〉
其
本
或
出
於
官
、
或
出
於
家
、
或
出
於
衆
、
其
事
己
不
問
、

或
及
於
一
郷
、

或
及
於

@
 

と
あ
る
よ
う
に
、
社
倉
は
朱
子
の
影
響
下
に
、
家
・
衆
・
郷
・
鯨
に
附
し
て
と
い
う
よ
う
に
隅
々
に
ま
で
普
及
し
た
と
い
う
。

@
 

倉
記
」
に
は
、
「
諸
里
の
舷
倉
頗
る
成
功
有
り
」
と
あ
り
、
里
の
祉
倉
の
存
在
を
停
え
て
い
る
。

は
、
照
寧
二
年
(
一

O
六
九
〉
正
月
辛
卯
の
記
事
、
「
百
姓
置
義
倉
以
備
水
皐
」
に
、

「
浦
城
廓
永
利

『
皇
朝
遁
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
各
七
十
三
に

村
有
社
、
社
有
倉
、
倉
置
守
者
、
番
矯
轍
納
、

と
あ
っ
て
村
祉
に
附
属
の
義
倉
が
あ
っ
て
、
番
老
が
こ
れ
を
管
理
し
て
い
た
左
い
う
。
そ
し
て
鯨
の
祉
倉
と
村
祉
の
社
倉
の
上
下
関
係
は
、
問
問

239 

の
祉
覆
と
村
祉
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
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淳
照
八
年
(
二

八
一)、

(
中
略
)
、
興
本
郷
番
卓
也
、
公
共
措
置
、
州
鯨
誼
不
須
干
預
抑
恥
、

と
あ
る
よ
う
に
、

州
豚
の
容
吸
は
な
く
、

村
祉
の
吐
倉
運
営
は
自
主
経
営
で
あ
っ
た
。

ま
た
南
宋
の
郷
紳
劉
宰
が

社
倉
に
強
い
関
心
を
寄

せ
、
儒
家
の
信
仰
の
場
で
あ
る
杜
稜
を
重
視
し
、

金
壇
燃
の
社
程
壇
を
彼
自
身
の
銭
物
を
摘
し
て
修
理
さ
せ
た
の
も
、
社
壇
が
社
倉
と
結
び
つ

@
 

い
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
。
同
じ
く
祉
倉
併
置
に
つ
い
て
、
一
抗
州
臥
一
山陽
鯨
は
、
回
一寧
年
間
、
五
渓
の
蟹
が
卒
定
さ
れ
、
版
聞
に
入
っ
た
所
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
先
ず
役
所
を
抜
大
し
、
次
に
風
化
闘
わ
る
と
こ
ろ
は
邑
の
先
務
な
り
と
し
て
、
祉
壇
を
邑
治
の
東
に
置
き
、
記
事
を
奉
じ
、

@
 

洞
廟
を
建
て
て
、
社
倉
を
創
立
し
た
。
こ
の
事
例
で
も
枇
壇
と
祉
倉
が
パ
ラ
レ
ル
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
『
建
炎
以
来

朝
野
雑
記
』
甲
集
、
径
十
五
、

「義
倉
」
に
、

(
紹
聖
〔
一

O
九
四

l
一
O
九
七
〕
)
、

然
議
者
謂
、
義
倉
嘗
留
諸
郷
以
備
水
皐
、

可
也
、

〈
中
略
)
州
蘇
義
倉
多
陳
腐
、
請
歳
以
三
之
一
、
出

陳
易
新
、
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と
あ
る
よ
う
に
、
義
倉
は
正
に
諸
郷
に
留
め
て
水
皐
に
備
え
る
の
が
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
州
鯨
の
段
階
で
は
そ
の
機
能
は
よ
く
作
動
し
て
お
ら

ず
、
い
わ
ば
制
度
的
に
形
骸
化
し
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
州
鯨
の
祉
稜
の
硬
直
化
が
附
腐
の
義
倉
の
運
営
を
園
滑
に
し
な
か
っ
た
こ

と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
さ
て
朱
子
は
、
義
倉
は
、
市
井
に
は
偏
恵
し
て
い
る
が
、
山
谷
に
は
謹
ん
で
い
な
い
の
で
、
郷
落
の
寺
観
に
卸
し
て

⑮
 

居
養
院
を
分
置
し
、
遠
民
の
無
告
な
る
も
を
活
せ
し
め
ん
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

『
朱
文
公
文
集
』
巻
七
十
九
、

「建
寧
府
建
陽
鯨
大
聞
社

倉
記

招」

賢に
里。
大
岡
羅
漢
院
之
枇
倉

と
あ
る
の
を
み
る
と
、
こ
の
場
合
も
村
里
の
寺
院
に
祉
倉
を
置
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
村
院
に
即
し
て
義
倉
・
枇
倉
の
機
能
を
遂
行
さ
せ
よ

う
と
し
た
の
は
、
村
祉
に
よ
る
寺
観
廟
中
心
へ
の
信
仰
上
の
推
移
が
、

か
な
り
濃
厚
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
偶
然
に
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。



結

苦五
日口

『
方
時
佐
先
生
富
山
瀬
藁
』
巻
三
、

「
社
日
思
家
」
に
、

暁
鼓
華
々
露
未
牧
、
老
翁
鶏
歳
祝
甑
婆
、
家
々
酒
緑
扮
検
柱
、
樹
々
霜
紅
柿
栗
秋
、
笑
別
比
郊
包
祭
肉
、
酔
呼
童
稚
認
蹄
牛
、

村
田
楽
、
不
羨
人
開
高
戸
侯
、

一
年
南
度

と
い
う
よ
う
に
、
村
社
は
昨
夜
来
か
ら
行
な
わ
れ
、
鯖
り
に
は
祭
肉
を
包
ん
で
、
比
郵
に
別
れ
を
告
げ
、
家
路
を
A

一
品
ぐ
老
翁
の
姿
が
描
か
れ
、

一
年
二
度
の
「
村
田
楽
」
が
も
た
れ
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
停
統
的
な

「
粉
検
祉
」
が
、
南
宋
京
に
も
連
綿
と
し
て
存

在
し
、
村
里
を
特
色
づ
け
た
。
ま
た
、
『
則
堂
集
』
巻
四
、
「
創
建
守
員
廟
疏
」
に
、
「
言
及
扮
検
之
蓄
社
、
猫
存
関
関
之
蹄
」
と
も
あ
り
、

扮
検
の
祉
の
存
在
に
ふ
れ
、
「
維
故
里
宜
有
専
洞
、
是
震
瞭
代
之
神
」
と
い
う
よ
う
に
、
表
記
の
守
員
廟
の
創
設
が
唱
導
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
在
来
の
村
里
の
村
社
と
寺
翻
あ
る
い
は
山
川
洞
の
、
い
わ
ば
中
聞
に
、
「
分
究
字
仙
庫
之
金
碧
、
少
損
山
紙
社
鬼
之
牲
栓
」
し
て

創
建
さ
れ
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ
れ
た
。
古
来
の
村
社
と
、
傍
寺

・
這
観
と

一
般
廟
の
関
係
が
、
右
の
よ
う
に
同
時
代
人
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
非
常
に
興
味
深
い
貼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
村
里
に
影
響
力
を
濃
厚
に
も
っ
た
信
仰
上
の
劃
象
紳
は
、
こ
こ
で
は
三
種
に
匡
分
け
さ
れ
て

い
る
。
L
か
し
村
祉
の
「
吐
紳
」
が
併
数
や
廟
紳
と
融
合
す
る
部
分
を
も
ち
、
村
祉
の
志
向
そ
の
も
の
が
、
よ
り
威
力
の
あ
る
霊
額
を
求
め
て

流
動
し
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
村
里
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
匡
別
の
出
来
な
い
融
合
度
の
高
い
も
の
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

- 83ー

「
社
寝
・
瞳
志
」
に
よ
れ
ば
、
洪
武
初
年
の
社
稜
の
規
定
に
、
中
都
に
大
社
壇
、
府
州
鯨
に
祉
穣
の
壇

制
、
更
に
「
皇
位
毎
里
一
百
戸
、
壇
一
所
、
記
五
土
五
穀
之
神
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
で
は
里
祉
は
府
州
鯨
の
祉
稜
の
下
に
明
確
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
酒
井
忠
夫
氏
は
明
代
の
各
地
誌
を
摩
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
里
祉
の
祭
杷
に
つ
い
て
、
明
代
に
古
か
ら
の
民
聞
の
里
祉
や
春

秋
二
位
祭
が
行
な
わ
れ
、
公
の
鐙
制
と
し
て
の
里
祉
の
祭
記
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
向
。
宋
代
の
村
祉
に
も
園
家
に
よ

る
施
策
と
し
て
は
、
明
代
と
類
似
し
た
意
園
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
宋
代
の
村
社
自
慢
に
は
、
濁
立
的
な
信
仰
情
況
が
額
著
で
あ
り
、
州

清
代
の
『
五
雄
遁
考
』
巻
四
十
五
、
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鯨
と
の
信
仰
上
の
組
踊
は
随
所
に
み
ら
れ
る
。
村
里
は
前
述
の
ご
と
く
そ
の
祈
耀
の
封
象
を
擦
散
さ
せ
、
制
到
象
紳
そ
の
も
の
を
饗
化
さ
せ
て
い

っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
村
社
自
鐙
は
、

る
の
で
、
村
祉
を
祉
稜
下
に
在
ら
し
め
よ
う
と
す
る
震
政
者
の
意
園
は
、
こ
の
社
理
と
の
接
績
と
い
う
面
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
貫
徹
出
来
な
か

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
性
を
保
持
し
、
サ
ー
ク
ル
的
な
も
の
で
な
く
全
村
民
の
参
加
を
建
前

と
し
て
、
古
代
の
祉
の
遺
制
を
深
く
内
在
さ
せ
て
、
村
里
に
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

註①
唐
代
の
祉
邑
に
つ
い
て
、
那
波
利
貞
、
『
史
林
』
羽
|

4
。
敦
煙
出
土

「社
」
文
書
の
研
究
、佐一
沙
雅
章
、
『
東
方
事
報
』
(
京
都
〉
、
第
お
冊
。

向
、
山
崎
宏
、
階
唐
時
代
に
於
け
る
義
邑
及
び
法
祉
に
就
い
て
、
『
史
潮
』

3
1
2
が
あ
る
。

②
宋
代
郷
村
制
度
之
形
成
過
程
、
佐
竹
靖
彦
、
『
東
洋
史
研
究
』
お

i
3。

③
鶏
豚
祉
は
村
社
で
、
「
洞
紳
」
を
肥
る
。
す
な
わ
ち
『
浪
語
集
』
巻
一一一

十
四
、
行
獄
、
「
陳
盆
之
父
L

に
「
郷
人
於
公
之
疾
日
、
奉
鶏
豚
洞
一
柳
諸
問

謝」

と
あ
る
。

④

『

清

水
集
』
巻
七
、
「
楽
章
五
曲
弁
引
」。

⑤

朱
子
は
桂
林
郡
の
虞
帝
廟
の
た
め
に
「
迎
迭
紳
繁
歌
」
を
作
っ
て
い

る
。
(『朱
文
公
文
集
』
巻

一〉
。

⑤

『

創

南
詩
村
内
亡
巻
二
十
三
、
「
秋
日
郊
居
」
。

⑦
『
剣
南
詩
藁
』
巻
四
十
五
、
「
濁
坐
視
老
奴
泌
園
」
。

③
『
後
部
居
士
詩
』
径
三
、

「
歳
晩
書
事
十
首
」
。

⑤

『
剣
南
詩
藁
』
径
六
十
六
。

⑮
『
龍
雲
先
生
文
集
』
巻
九
、
「
三
用
前
韻
酬
達
夫
」
に
「
社
老
饗
榊
鱗

鼓
迎
」
と
あ
る
。
『
朱
文
公
文
集
』
巻
二
、
詩
「
社
後

一
日
」
に
、
「
(
寓

春
郷
の
〉
諸
老
翁
端
妊
に
し
て
神
と
交
わ
る
」
と
あ
る
。

⑪
『
日
渉
園
』
巻

一
、
農
家
三
首、

「年
製
大
作
社
」
。

⑫
『
剣
南
詩
藁
』
各
七
十
九
、
「
開
奥
中
米
債
甚
貴
二
十
韻
」
。

⑬
『
中
園
村
落
と
共
同
鐙
理
論
』
、
旗
因
縁
。

⑬

北
支
に
お
け
る
村
落
自
治
の
一
形
態

l
特
に
村
公
禽
の
構
成
に
つ
い

て
l
、
旗
因
縁
、
『
加
藤
博
士
還
暦
記
今
日
東
洋
史
集
読
』
。

⑮

『岩
波
講
座
・
世
界
歴
史
』

9
・
中
世
3
・
5
郷
村
制
の
展
開
、
里
の

崩
壊
と
村
の
形
成
。

⑬
『
金
石
牽
編
』
巻
百
四
十
二
、
『
開
中
金
石
記
』
巻
六
に
あ
る
「
部
陽

鯨
ι
車
一
興
戒
香
寺
碑
」
に
、
「
都
陽
燃
臨
冶
郷
百
里
枇
、
本
邸
全
社
人
」
と

い
う
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
百
畏
祉
と
い
っ
て
、
本
村
の
全
社
人
と
い

う
表
現
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
「
祉
」
と
「
村
」
が
同
一
で
あ
る
こ

と
を
示
す
用
法
に
な
っ
て
い
て
、
宗
教
的
活
動
を
記
し
た
の
で
祉
と
な

り
、
こ
の
「
社
人
」
は
該
村
の
い
わ
ば
全
氏
子
に
相
賞
す
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

⑫
静
嘉
堂
所
蔵
、
元
本
の
篤
本
で
あ
る
『
長
安
志
』
二

O
巻
、
長
安
志
固

三
巻
、
宋
・
宋
敏
求
撲
、
元
・
李
好
文
撰
、
寓
(
影
元
)
に
は
、
「
村
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
準
接
し
て
論
じ
た
。
向
、
乾
隆
五
十
二
年
刊
、

経
訓
堂
叢
書
本

(
宋
元
地
方
志
叢
書
所
枚
〉
に
は
、
「
祉
」
に
な
っ
て
い
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る。

⑬
『
夷
堅
支
景
』
巻
二
、
「
余
氏
蛇
怪
」
。

⑬
南
宋
時
代
の
一
踊
建
地
方
劇
に
つ
い
て
、
田
仲
一
成
、

報
』
第
幻
集
。

@
『
蘇
東
披
集
』
巻
七
、
「
寄
劉
考
叙
」
に
、
「
保
甲
連
村
圏
未
遇
、
方

回
訟
牒
紛
如
雨
」
と
あ
る
よ
う
に
保
甲
は
、
自
然
村
を
連
結
し
て
つ
く
ら

れ
た
。
清
水
盛
光
氏
の
指
摘
せ
ら
れ
る
宋
代
の
保
甲
制
と
自
然
村
と
の
関

係
と
照
合
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
中
園
の
郷
村
統
治
と
村

落
、
『
祉
禽
構
成
史
鐙
系
2
』〉。

@
唐
宋
餐
革
期
に
お
け
る
四
川
成
都
府
路
地
域
社
舎
の
獲
遜
に
つ
い
て
、

佐
竹
靖
彦
、
『
東
洋
史
研
究
』
お

l
2所
引
。

②
『
北
調
詩
』
巻
八
、
「
既
作
瓢
行
十
有
七
日
風
雨
倍
前
乃
賦
後
篇
」
に

「
再
奔
団
組
」
と
あ
る
。

③
明
の
『
嘉
靖
大
田
豚
志
』
巻
四
、
土
風
・
節
序
に
、
「
春
社
農
家
:
・各

備
牲
酒
、
至
回
以
祭
回
一
柳
」
と
あ
る
か
ら
、
回
で
祭
事
を
し
た
こ
と
も
わ

か
る
が
、
回
一
柳
を
祭
る
こ
と
は
、
か
な
り
後
代
ま
で
綴
け
ら
れ
た
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑫
祉
の
研
究
、
守
屋
美
都
雄
、
『
史
皐
雑
誌
』
日

1
7。

②
『
剣
南
詩
藁
』

品位
五
、
龍
激
歌
。

⑧
『
創
南
詩
藁
』
巻
四
、
「
社
日
」
に
「
百
穀
登
場
酒
精
口巴
、
紳
林
鱗
鼓

晩
清
悲
」
と
あ
る
。

②
『
水
雲
村
浪
藁
』
巻
三
十
六
、

あ
る
。

③
『
慶
湖
遺
老
詩
集
』
巻
七
、

之
庚
申
八
月
溢
陽
賦
」
。

『
日
本
中
園
皐
舎

「
鬼
神
」
に
「
社
林
」
と
い
う
表
現
も

「
和
様
若
拙
四
時
国
家
詞
四
首
、
催
字
至

③
『
慶
湖
遺
老
詩
集
』
袋
二
。

③
「
祉
と
回
」
、
越
智
重
明
、
『
東
洋
皐
報
』

U
。

③
鐙
徳
忠
、
『
道
教
史
』
。
筒
、
酒
井
忠
夫
氏
は
、
明
代
に
つ
い
て
、
宋

代
の
土
地
紳
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
里
甲
制
と
自
然
村
に
関
連
す
る
重
要
な
一
項
と
し
て
呈
祉
の
取
扱
い
で

も
自
然
村
と
の
関
係
が
示
さ
れ
、
殊
に
こ
の
皇
祉
は
古
代
か
ら
事
例
の
あ

る
自
然
村
を
主
鐙
と
し
て
の
宗
数
活
動
で
あ
る
土
地
紳
の
民
関
信
仰
を
土

豪
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
(
『
中
園
著
書
の
研
究
』
、
明
朝
教

化
策
と
そ
の
影
響
、
印
頁
)

②

『
夷
堅
甲
士
官
巻
十
九
、
「
毛
烈
陰
獄
」
。

③
『
後
邸
居
士
詩
』
巻
十
一
、
「
次
韻
貫
之
二
首
」
。

@
『
異
聞
線
録
』
倉
一
。
『
夷
竪
丁
志
』
巻
十
四
、
劉
十
九
郎
。

③
『
三
山
志
』
巻
九
、
諸
豚
洞
廟
。

③
『
唐
禽
要
』
巻
二
十
二
。

②
『
歪
順
銀
江
士
山
』
各
八
、
丹
徒
豚
。
『
繁
全
先
生
文
集
』
巻
二
十
一
、

「
論
京
東
西
河
北
百
姓
俸
習
妖
致
事
」
に
、
経
祉
に
つ
い
て
「
里
俗
経
祉

之
類
、
白
州
豚
坊
市
、
至
子
軍
倍
、
外
及
郷
村
、
無
不
徳
風
市
腕
所
由
来

者
漸
会
」
と
あ
る
。
ま
た
『
大
宋
借
史
略
』
各
上
、
「
受
策
機
法
」
に
併

数
の
務
機
は
洞
犯
と
同
じ
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

を
廟
で
や
っ
て
も
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
『
松
際
文
集
』
巻
二
十
て
「
山
居
雑
詩
」
に
、
「
前
村
有
経
社
香
火
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
前
項
に
縄
け
た
例
か
ら
も
、
村
里
に
康
範
に
経

祉
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

③
『
海
盛
岡
林
園
経
』
各
四
。

@
『
春
渚
紀
開
』
巻
て
「
生
魂
紳
」
。
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窃

『

致
堂
胡
先
生
斐
然
集
』
巻
二
十
て

「復
州
重
筒
伏
義
廟
記
」
に
、

「鳴
呼
漢
唐
以
後
遁
術
不
明
に
し
て
、
異
端
並
び
作
る
。
皐
士
大
夫
、
鬼

神
の
情
状
に
味
く
、
一
た
び
水
阜
掻
火
の
災
有
れ
ば
願
い
て
汲
汲
然
と
絹

旅
策
筆
に
族
し
、
脆
し
て
数
時
押
し
て
諸
偶
像
に
奔
謁
す
。
正
敬
大
援
す
。
」

(
紹
興
十
二
年
)
と
あ
る
。

@

『

茶

山
集
』
径
二
、

「
一
一
誠
早
三
首
」
c

向
、
「
六
月
十
日
大
雨
連
朝
」
に

は
、

「
例
理
問
誼
調
語
、
亙
現
飢
呼
舞
」
と
あ
っ
て
、
降
雨
に
郷
村
で
、
抽
出

道
が
か
な
り
低
い
衣
元
で
競
合
し
て
い
る
。
向
、
同
集
は
曾
幾
の
撲
。
時明

豚
人
で
あ
る
が
紹
興
の
末
に
、
舎
稽
の
百
円
跡
精
舎
に
居
し
、

族
百
口
を
褒

め
た
と
い
う
。

。

拙
稿
、
唐
末
五
代
五
肇
山
例
数
の
紳
異
的
展
開
、
『
社
曾
文
化
史
筆
』

日
一
抗
。

⑬
一
般
に
「
村
」
に
あ
る
村
寺

・
村
院
は
、
三
十
開
位
が
標
準
で
あ
る
。

『金
石
掌
編
』
各
百
三
十
て
「
寺町
聖
院
救
牒
」
(
在
僅
師
豚
、
照
写
元

年
〉
に
よ
れ
ば
、
各
村
二
十
五
箇
所
の
一
寺
院
の
卒
均
規
模
は
、
三
十

二
、
三
聞
で
あ
る
。
七
十
一
関
と
百
聞
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ

一
箇
所
あ

る
。

⑬
『
蘇
貌
公
文
集
』
巻
十
七
。

⑬

『

八
議
室
金
石
補
正
』
巻
百
二
十
四
。

⑫

前
註
⑮
。
住
持
借
の
招
請
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
宋
代
の
村
社
と
併

敬
、
『
併
教
史
同
学
研
究
』

M
1
2
、
に
述
べ
た
。

⑬
『
蘇
州
府
士
心
』
径
十
五
。

⑮
松
本
善
海
氏
は
、
『
中
園
村
洛
制
度
の
史
的
研
究
』
で
、
園
家
と
の
接

燭
は
、
園
家
の
最
下
層
に
属
す
る
際
と
、
後
者
の
最
上
層
に
属
す
る
郷
と

の
結
び
つ
き
に
お
い
て
最
も
明
僚
に
表
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
州
豚
の
社
稜
の
祭
犯
と
そ
の
郷
村
里
の
祭
犯
の
関
係
に

お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。

(
移
『
全
麿
文
』
巻
三
十
三
、

「
筋
敬
杷
社
稜
詔
」
。
明
の
『
大
間
学
術
義
補
』

巻
十
九
に
も
、
「
臣
按
此

一
星
之
祭
也
、

後
世
命
民
主
里
位
、
・
臣
縞
以

免
官
府
祭
社
、
宣
用
仲
月
上
氏
、
而
里
民
所
祭
者
、
賞
用
官
暦
所
定
社
自

負
宜
」
と
あ
る
の
も
同
様
の
趣
旨
が
後
世
に
も
引
き
繕
が
れ
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

@
『
摺
文
堂
集
』
巻
十
、
「
理
舎
祭
劉
子
」
。

@
『
姑
蘇
志
』
巻
三
十
八
、
「
壇
廟
上
」
。

③

『

後
村
居
士
集
』
巻
三
十
五
、
「
祉
稜
」
に
、

「皐
而
様
、
園
之
典
也
、

新
而
雨
、
紳
之
功
也
、
紳
之
愛
吏
民
如
此
、
吏
民
於
報
本
之
理
、
敢
不
敬

恭
」
と
あ
る
。

⑧
『
姑
蘇
志
』
巻
二
十
七
、
「
垣
廟
上
」
。

⑧

『

曾
稽
士
官
巻
て

「韓日
間
際
社
稜
」
に
「
有
民
人
則
有
社
稜
、
故
一
邑

之
小
亦
有
之
」
。

⑧

玉
柏
{
子
舎
之
に
よ
る
。
理
宗
時
の
人
。

②

『

初
寮
集
』
巻
八
、
「
大
名
諸
廟
謝
雨
文
」
に
「
春
淳
来
降
、
吏
用
僚

標
語
開
放
子
道
程
同
県
君
之
宮
」
と
も
あ
る
。

③

『
朱
文
公
文
集
』
巻
七
十
九
、
「
郭
州
社
稜
壇
記
」
。
『
山
堂
先
生
群
書

考
索
』
、
別
集
、
各
十
五
、
膿
祭
門
。

⑧

『

蒙

寮
集
』
各
十
七
、
「
江
東
謁
諸
廟
祝
文
」
。

@
『
景
定
建
康
志
』
巻
四
十
四
、
「
祉
壇
L
。
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
十
三
、

「量
百四梓
骨
骨
申
明
指
揮
後
」
に
、
「
欧
陽
公
言
、
古
謹
今
皆
廃
失
、
州
豚
幸

有
祉
稜
稜
実
風
雨
雲
師
之
祭
、
民
猶
得
以
識
先
王
之
瑳
、
而
吏
多
不
習
、

至
其
臨
事
翠
多
不
中
、
而
色
不
在
、
使
民
無
所
謄
仰
、
見
者
怠
鷲
」
と
あ
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っ
て
、
吏
が
民
の
模
範
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と

州
豚
の
よ
う
な
立
場
に
な
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
c

@
『
水
心
先
生
文
集
』
径
十
て
「
永
嘉
豚
社
稜
記
」
。

@
『
水
心
先
生
文
集
』
巻
十
て
「
温
州
社
稜
記
」
e

@
『
新
安
士
山
』
巻
四
、
「
域
社
」
。

@
『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
十
三
。

@
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
十
、
「
建
畠
軍
南
城
鯨
呉
氏
祉
倉
記
」
に
、
「
乾

道
四
年
建
、
人
大
畿
、
世
間
請
於
官
、
始
作
社
倉
於
崇
安
勝
之
開
耀
郷
」
と

245 

ゑ
U
'
h
v

。

@
『
朱
文
公
文
集
』
各
八
十
。

@

『

宋

魯
席
問
王
文
憲
公
遺
集
』
巻
七
、

「
社
倉
利
害
警
」。

⑬
劉
宰
小
論
|
南
宋
一
郷
紳
の
軌
跡
i
、
劉
子
健
者
、
梅
原
郁
誇
。

洋
史
研
究
』
幻

l
l。

@
『
八
道
室
金
石
補
正
』
巻
百
十
九
、
「
宋

・
修
貯
陽
豚
治
記
」
。

⑮
『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
十
二
、
「
岳
州
史
君
郭
公
墓
碑
銘
」
。

⑪
「
中
園
善
書
の
研
究
』
、
第
一
章
明
朝
の
強
化
策
と
そ
の
影
響
、
印
頁
。

-司

東
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When considering thisin relation with the book's view on the ruler.

it becomes clear that the author was seeking in such directionthe proper

way of life for scholar ｏ伍cialsunder the Sung absolute monarchy. We

may alsoinfer that it was the way Ou-yang Hsiu himself sought.

Worshipping Groups and theirObjects of Worship in the

　　　　　　　　

Sung Rural Communities

　　　　　　　　　　　　　　　　

＼ｉａｎａｉＮｏｒiｙｕki

　　

The Worshipping groups in rural communities and　their objects of

worship took ａ variety of form in the　Sung. The　most　fundamental of

them was the tｓ'ｕｎ-ｓｈｅ村社whose basic unit was the natural village お‰7z

村(o1: li 里). This was more than ａ mere gathering of some interested

people. Every villager, regardless of wealth, was required to join, eχcept

in some cases the ｅχtreme poor.

　　

The Sung ts‰？1-ｓｈｅretained strong influence　of the past. Its main

object of worship was, continuing on the tradition since the Ｈａｎ漢ａｎｄ

T'ang唐, the field deity 田仲, and even certain remnants of the ancient

tree worship was seen. The character of the deity, however, showed　not

insignificant change. He no longer controlled just the crop, but every aspect

pertaining to the village life. Even Ｓ０，０ｎ matters meaning most to the

peasants ｅ･ｇ･，prevention of drought and flood control, the　situation was

more like that various deities competed for their influence.

　　

Thetｓ’ｉtルｓJieｓof the Ming 明were placed under the state sacrifices

to the ｓhe社and chi稜deities administered by prefectures 府州and

counties麻.The Sung government too seemed to have similar policy designs,

but its efforts were largely unsuccessful. One of the reasons was that the

power of the ｓhe chiover such vital matters as drought and flood was

very much doubted by the peasants. The Sung ts'un一she,consequently, could

retain the independant character, which was expressed in ａ variety of way

its worship took.

　　

Since the sacrifices to the　ｓｈｅ　ａｎｄchi constituted an　important　state

function, there must have　been　great encouragement　for them　on　the

prefectural and county level. For minor ｏ伍cials, however, what meant

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



more was the traditional belief with the base in localities. Whereas the

state sacrifices were often in name only, the local belief,ｇ「own out of the

need in ｅ▽eryday life, enjoyed genuine support. This point becomes even

clearer when considering alongside the ｅχistence of the she-ch'uang吐倉

granary throughout the Sung.

T'ang唐Military Outposts on the Upperstream of the

　

Huang-sui涅水River and the Site of Fu-szu ch'eng

　　　　　　　　　　　　　　　　

ＳａtｏＨｉｓａｓｈｉ

　　

The upperstream of the Huang-sui river lies on the northeast of the

Lake Kokonor. During the Ｔﾀang dynasty this was a militarily important

area, and several military outposts were established｡

　　

The only source containing comparatively detailed information on. the

area has been the Yii-ｓｈｕ hｓｉｅｎ-ｃｈｉｈｋαｏ玉樹麻志稿. This, however,

reportedly consists only of quotations from. the Ｈｕａｎｇ一斗ａｎ　hｓｉｅｎ-ｃｈｉｈ'Ｍ

源聡志, the search of which has been carried on for some time, but thus

far in vain. Recently, I managed to acquire ａ book titled 71

必挽丹鳴爾廳志, which l believe served as the original text for the Ｈ皿ng-

ｙｕａｎｈｓｉｅｎ-chih.By ｅχaminig the text and attached maps, I could come

up with ａ clearer understanding of the area　before Huang･yuan county

was established, including the location of T'ang military outposts｡

　　

In addition, Fu-szu ch'eng伏侯城, the last capital of T'u-yii-hun 吐谷

渾, is said to have located 15 li 里west of the Lake Kokonor. The ｅχpe･

dition led by Huang Sheng-chang 黄盛璋and Fang Yung 方永found

ruins on the southern shore of the CayijiT'oul river, a tributary of the

Buqaroul river, and determined them as the site of Fu-szu　ch'eng. Some

scholars, however･ raised doubts　since　then ；　subsequently, the　question

remains unresolved. In my opinion the doubts come largely from misreading

the related sourcesﾀand the site found by Huang　and　Fang is certainly

that of Fu-szu ch'eng.

４－


